
は
じ
め
に

一
、
霧
社
事
件
関
係
文
書
の
収
蔵
状
況
と
文
書
管
理
の
実
態

二
、
大
正
一
三
年
に
お
け
る
事
務
の
簡
捷
と
能
率
化
の
増
進

三
、
大
正
一
五
年
に
お
け
る
事
務
委
任
事
項
の
改
正

お
わ
り
に

は
じ
め
に

昭
和
五
年
一
〇
月
二
七
日
早
朝
、
台
湾
に
お
い
て
原
住
民
に
よ
る
大
規
模
な
叛
乱
が
起
こ
っ
た
。
場
所
は
、
台
湾
の
中
央
、
台
中
州

能
高
郡
の
郡
役
所
の
あ
る
埔
里
街
か
ら
花
蓮
港
庁
へ
向
か
う
風
光
明
媚
な
山
間
の
村
、
霧
社
で
あ
る
。
霧
社
蕃
一
一
社
の
う
ち
マ
ヘ
ボ
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社
、
ボ
ア
ル
ン
社
、
ホ
ー
ゴ
ー
社
、
ロ
ー
ド
フ
社
、
タ
ロ
ワ
ン
社
、
ス
ー
ク
社
の
六
社
の
壮
丁
が
中
心
と
な
っ
て
、
霧
社
公
学
校
で
開

催
さ
れ
て
い
た
霧
社
の
小
学
校
と
公
学
校
の
合
同
運
動
会
に
参
集
し
た
日
本
人
一
三
六
名
を
殺
害
し
た

｢

霧
社
事
件｣

と
呼
ば
れ
る
こ

の
原
住
民
の
騒
擾
事
件
は
、
明
治
二
八
年
か
ら
の
日
本
の
統
治
以
来
初
め
て
、
用
意
周
到
に
組
織
立
て
て
行
わ
れ
た
原
住
民
の
叛
乱
で

あ
っ
た

(

１)
。

霧
社
事
件
九
〇
周
年
を
迎
え
る
今
年
、
筆
者
は
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
に
関
す
る
史
資
料
調
査
を
行
う
な
か
で
、
原
住
民
に
よ
る

大
規
模
な
叛
乱
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
な
か
に
こ
の
事
件
の
報
告
書
が
綴
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を

改
め
て
問
い
直
し
た

(

２)

。
そ
れ
は
、
霧
社
事
件
ま
で
に
原
住
民
に
よ
る
騒
擾
事
件
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え

ば
、
明
治
四
〇
年
に
発
生
し
た
北
埔
事
件
は
、
発
端
か
ら
結
末
ま
で
が
詳
細
に
記
さ
れ
た
報
告

(

３)

が
な
さ
れ
て
お
り
、
永
久
保
存
文
書
と

し
て
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
に
綴
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
北
補
事
件
よ
り
も
大
規
模
な
事
件
の
記
録
が
存
在
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
は
文
書
管
理
と
い
う
観
点
か
ら
も
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
事
件
は
、｢

重
大
ナ
ル
工
事
ニ
関
ス
ル
文
書

及
訴
願
裁
決
其
ノ
他
重
要
ナ
ル
処
分
ニ
関
ス
ル
文
書
ニ
シ
テ
永
久
保
存
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ

(

４)｣

と
い
う
永
久
保
存
文
書
の
定
義

か
ら
見
て
も
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
に
綴
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
書
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
綴
ら
れ
て
い
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

霧
社
事
件
の
資
料
で
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

｢

霧
社
事
件
誌

(

５)｣

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
台
湾
総
督
府
警
務
局
が
作
成
し

た
も
の
で
あ
り
、｢

霧
社
事
件
ニ
関
ス
ル
概
況
説
明
書

(

６)｣

は
台
中
州
能
高
郡
警
察
課
が
作
成
し
た
も
の
で
、｢

霧
社
事
件
書
類

(

７)｣

は
台
湾

総
督
府
専
売
局
が
作
成
し
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂
に
綴
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
事
件
に
関
す
る
編
纂
物
や

文
書
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
台
湾
総
督
府
の
警
務
局
と
地
方
の
警
察
課
お
よ
び
台
湾
総
督
府
専
売
局
に
お
い
て
作
成
さ
れ
保

存
さ
れ
て
い
た
霧
社
事
件
の
文
書
が
、
本
府
た
る
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
に
は
綴
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
霧
社
事
件
関
係
文
書
と
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し
て
は
最
も
重
要
な
文
書
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

(

以
下
、｢

史
料
編
纂
所｣

と
称
す)

が
所
蔵
し
て
い
る

『

石
塚
英
蔵
氏
関
係

書
類

(

８)』

に
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
霧
社
事
件
当
時
の
台
湾
総
督
石
塚
英
蔵
の
秘
書
官
山
本
光
雄
氏
が
昭
和
三
七
年

に
史
料
編
纂
所
に
寄
贈
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
山
本
秘
書
官
は
石
塚
総
督
か
ら
保
管
を
命
ぜ
ら
れ
て
個
人
的
に
保
存
し
て
い
た
の
だ

と
い
う

(

９)
。
石
塚
は
、
台
湾
総
督
と
し
て

『

霧
社
事
件
の
顛
末

(

�)』
(

三
六
頁)

を
報
告
し
て
い
る
が
、
史
料
編
纂
所
が
所
蔵
し
て
い
る
報

告
書
は
、｢
霧
社
事
件
情
報｣

、｢

霧
社
事
件
往
復
文
書｣

、｢

霧
社
事
件
関
係｣

、｢

霧
社
事
件
参
考
一｣

、｢

霧
社
事
件
参
考
二｣

、｢

台
湾

電
力
問
題
・
郡
警
分
離
問
題｣

の
六
冊
で
総
枚
数
三
千
枚
余
か
ら
な
る
。
台
湾
総
督
府
用
朱
罫
紙
に
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
本

国
政
府
と
の
往
復
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
公
的
文
書
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
台
湾
総
督
府

公
文
類
纂
の
永
久
保
存
文
書
と
し
て
綴
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
書
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
台
湾
総
督
府

公
文
類
纂
に
は
、
霧
社
事
件
の
報
告
書
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
文
書
は
綴
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
引
責
辞
任
す
る
総
督

が
、
敢
え
て
こ
の
事
件
の
関
連
文
書
を
残
さ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
何
か
残
せ
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因

を
解
明
す
る
た
め
に
、
改
め
て
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
現
存
状
態
を
見
て
み
る
と
、
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
文
書
の
簿
冊
数

は
、
大
正
一
二
年
に
は
二
〇
六
冊
で
あ
っ
た
も
の
が
、
大
正
一
三
年
に
は
、
一
〇
九
冊
と
前
年
の
半
分
に
減
少
し
て
し
ま
う
が
、
さ
ら

に
、
昭
和
元
年
に
は
さ
ら
に
半
数
の
四
六
冊
と
な
り
、
霧
社
事
件
が
発
生
し
た
昭
和
五
年
は
た
っ
た
の
一
五
冊
と
な
る
。
翌
六
年
は
八

冊
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
書
減
少
の
直
接
の
原
因
は
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
管
理
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
台
湾
総
督
府
文
書
簿
冊
が
減
少
を
始
め
る
大
正
一
三
年
に
文
書
管
理
に
関
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
の
か
を

見
て
み
る
と
、
こ
の
年
に
は
事
務
の
簡
捷
と
能
率
化
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
大
正
一
五
年
に
は
大
掛
か
り
な
事
務
委
任
事
項

の
改
正
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
大
正
後
期
の
業
務
の
改
善
と
事
務
の
委
任
を
進
め
た
結
果
が
、
台
湾
総
督
府
に
お

け
る
文
書
管
理
体
制
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

近代公文書管理制度の転換 (東山)3



本
稿
で
は
、
ま
ず
、
第
一
節
に
お
い
て
、
文
書
課
が
管
理
す
る
文
書
の
収
受
総
数
、
処
理
総
数
、
新
起
案
総
数
、
局
長
受
長
官
処
理

数
の
件
数
、
文
書
貸
出
に
関
す
る
記
録
等
の
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
管
理
の
実
態
を
見
て
い
く
。
次
い
で
、
第
二
節
で
は
、
大
正

一
三
年
に
実
施
さ
れ
た
事
務
の
簡
捷
お
よ
び
能
率
の
増
進
を
達
成
す
る
た
め
に
議
論
さ
れ
、
府
議
決
定
さ
れ
た
文
書
処
理
方
を
、
最
後

の
第
三
節
で
は
、
明
治
三
四
年
以
来
の
改
正
と
な
る
大
正
一
五
年
に
お
け
る
台
湾
総
督
府
事
務
委
任
事
項
を
見
て
い
く
。
以
上
の
事
務

の
簡
捷
と
能
率
化
お
よ
び
事
務
の
委
任
の
観
点
か
ら
、
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
の
永
久
保
存
文
書
に
綴
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

霧
社
事
件
の
報
告
書
が
な
ぜ
綴
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
業
務
改
善
に
お
け
る
数
々

の
施
策
が
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
に
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

一
、
霧
社
事
件
関
係
文
書
の
収
蔵
状
況
と
文
書
管
理
の
実
態

台
湾
総
督
府
で
は
、
台
湾
総
督
官
房
文
書
課

(

以
下
、
文
書
課
と
称
す)

が
纏
め
た
民
政
事
務
に
関
す
る
実
績
報
告
書
と
し
て
各
官

衙
に
配
付
さ
れ
執
務
上
の
参
考
に
し
た

『
台
湾
総
督
府
民
政
局
事
務
成
績
提
要

(

�)』
(

以
下
、『

事
務
成
績
提
要』

と
称
す)

を
発
行
し
て

い
た

(

�)

。
こ
の

『

事
務
成
績
提
要』

の
文
書
課
か
ら
の
報
告
に
は
、
文
書
処
理
に
関
す
る
も
の
で
は
、
文
書
整
理
、
文
書
出
納
、
文
書
収

発
収
受
、
文
書
編
纂
と
い
う
項
目
を
設
け
て
お
り
、
文
書
課
に
お
け
る
文
書
の
収
受
お
よ
び
処
理
の
総
数
等
の
記
録
と
文
書
貸
出
に
関

す
る
記
録
と
し
て
の
文
書
課
か
ら
各
部
局
へ
の
貸
出
文
書
件
数
、
さ
ら
に
回
収
文
書
件
数
等
が
年
度
毎
の
み
な
ら
ず
部
局
毎
に
纏
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
文
書
課
が
把
握
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
処
理
項
目
別
の
文
書
件
数
の
な
か
で
、
収
受
総
数
、
処
理
総
数
、
局
長

受
長
官
処
理
数
、
新
起
案
総
数
の
変
遷
を
見
て
い
く
た
め
、
文
書
処
理
項
目
別
に
纏
め
た
の
が
次
の
第
一
表

(

�)

で
あ
る
。

こ
の
表
を
見
る
と
、
大
正
一
四
年
の
文
書
収
受
総
数
は
、
前
年
の
大
正
一
三
年
の
三
〇
七
、二
二
七
件
か
ら
三
六
、〇
二
六
件
と
減
り
、

処
理
総
数
は
、
前
年
の
二
九
五
、三
八
七
件
か
ら
二
七
、二
八
五
件
と
減
り
、
文
書
収
受
お
よ
び
処
理
と
と
も
に
約
一
割
に
減
少
し
て
い

4



近代公文書管理制度の転換 (東山)5

第一表 台湾総督府文書処理件数一覧表
区別

年 収受総数 処理総数 局長受長官処理数 新起案総数
明治 39 年 142,986 138,919 ―
明治 40 年 157,950 154,544 ―
明治 41 年 173,765 167,879 ―
明治 42 年 176,667 179,357 ―
明治 43 年 171,043 170,447 ―
明治 44 年 211,423 199,230 ―
明治 45 年 264,389 257,663 ―
大正 2 年 270,916 251,620 ―
大正 3 年 288,662 277,894 ―
大正 4 年 309,467 304,317 ―
大正 5 年 316,611 307,577 52,688
大正 6 年 353,777 345,606 57,751
大正 7 年 406,740 392,600 61,115
大正 8 年 408,174 378,509 62,953
大正 9 年 380,958 366,199 61,609
大正 10 年 335,488 326,064 51,140
大正 11 年 311,837 299,825 67,194
大正 12 年 310,350 298,326 65,409
大正 13 年 307,227 295,387 62,832
大正 14 年 36,026 27,285 2,752
大正 15 年 26,207 23,125 2,149
昭和 2 年 6,783 5,933 1,184
昭和 3 年 5,882 4,962 1,056
昭和 4 年 6,362 5,681 1,074
昭和 5 年 6,592 5,252 1,236
昭和 6 年 6,477 4,046 1,119
昭和 7 年 3,933 3,083 539
昭和 8 年 4,032 3,761 580
昭和 9 年 4,568 3,730 230 639
昭和 10 年 4,858 3,749 145 414
昭和 11 年 5,595 4,597 134 196
昭和 12 年 6,101 4,670 287 638
昭和 13 年 7,925 5,936 381 664
昭和 14 年 10,021 7,415 239 793
昭和 15 年 8,779 7,252 188 628
昭和 16 年 9,637 7,032 551 1,180
昭和 17 年 10,531 8,117 895 1,103
計 5,468,739 5,247,589 3,050 560,635

(『台湾総督府事務成績提要』 より筆者作成)



る
。
新
起
の
立
案
件
数
を
見
て
も
、
前
年
の
六
二
、八
三
二
件
か
ら
二
、七
五
二
件
と
大
幅
に
減
り
、
さ
ら
に
昭
和
二
年
に
は
一
、一
八

四
件
と
大
正
一
五
年
の
約
半
分
と
な
り
、
昭
和
七
年
に
は
さ
ら
に
半
分
に
減
少
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
、
文
書
の
収
受
総

数
、
処
理
総
数
、
さ
ら
に
は
新
起
案
総
数
と
い
っ
た
よ
う
に
文
書
の
作
成
に
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
民
政
局
内
の
組
織
お
よ
び
業
務
に

関
わ
る
規
則
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、
前
年
の
大
正
一
三
年
に
台
湾
総
督
府
に
お
い
て
大
規
模
な
組
織
の
改
編
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
ま
ず
、
大
正
八
年
の
台
湾
総
督
府
官
制

(

�)

で
は
、
内
務
局
・
財
務
局
・
逓
信
局
・
殖
産
局
・
土
木
局
・
警
務
局
・
法
務
部
の
六

局
一
部
で
あ
っ
た
組
織
が
、
大
正
一
三
年
の
台
湾
総
督
府
官
制

(

�)

で
は
逓
信
局
と
土
木
局
が
廃
止
さ
れ
、
内
務
局
・
財
務
局
・
殖
産
局
・

警
務
局
の
四
局
と
な
っ
た
。
廃
止
さ
れ
た
逓
信
局
は
、
台
湾
総
督
府
交
通
局

(

�)

が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
独
立
し
た
組
織

で
あ
っ
た
鉄
道
局
と
と
も
に
交
通
局
の
下
で
統
合
さ
れ
、
ま
た
土
木
局
の
港
湾
の
設
備
利
用
お
よ
び
道
路
橋
梁
に
関
す
る
事
項
な
ど
の

一
部
の
業
務
が
こ
の
新
設
さ
れ
た
交
通
局
に
移
管
さ
れ
た
た
め
、
土
木
局
も
廃
止
さ
れ
、
内
務
局
内
に
土
木
課
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な

る
。
さ
ら
に
、
法
務
部
が
廃
止
さ
れ
、
法
務
課
と
し
て
総
督
官
房
内
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
逓
信
局
と
土
木
局
が
廃
止

さ
れ
た
大
正
一
三
年
の
組
織
の
改
編
が
、
そ
れ
ま
で
文
書
課
に
お
い
て
処
理
し
て
き
た
処
理
件
数
が
大
幅
に
減
少
す
る
と
い
う
要
因
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
文
書
課
に
お
い
て
一
括
管
理
さ
れ
て
き
た
台
湾
総
督
府
の
文
書
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
内

に
お
い
て
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
文
書
課
が
編
綴
し
た
文
書
が
ど
の
く
ら

い
あ
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
た
め
に
、
現
存
す
る
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
の
簿
冊
数
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
台
湾
総
督
府

文
書
を
所
蔵
し
て
い
る
台
湾
省
文
献
委
員
会

(

現
国
史
館
台
湾
文
献
館)

が
作
成
し
た

『

台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
清
冊

(

�)』

か
ら
作
成
し

た
簿
冊
数
お
よ
び
現
存
す
る
一
五
年
保
存
文
書
の
冊
簿
数
か
ら
年
度
毎
に
纏
め
た
の
が
第
二
表
で
あ
る
。

ま
ず
、
永
久
保
存
文
書
で
は
、
大
正
一
三
年
の
簿
冊
数
は
一
〇
九
冊
で
、
大
正
一
四
年
は
一
四
八
冊
と
若
干
増
加
し
て
い
る
が
、
大

正
一
五
年
で
は
四
六
冊
と
三
分
の
一
に
減
っ
て
お
り
、
昭
和
三
年
に
お
い
て
は
一
二
冊
し
か
な
い
。
次
い
で
、
十
五
年
保
存
文
書
を
見

6



近代公文書管理制度の転換 (東山)7

第二表 台湾総督府公文類纂永久保存簿冊および十五年保存簿冊一覧表

年度 永久保存簿冊番号 冊数 15 年保存簿冊番号 冊数
明治 28 年 1 ～ 54 54 4486 ～ 4497 12
明治 29 年 55 ～ 120 66 4498 ～ 4514 17
明治 30 年 121 ～ 238 118 4515 ～ 4542 28
明治 31 年 239 ～ 347 109 4543 ～ 4577 35
明治 32 年 348 ～ 471 124 4578 ～ 4604 27
明治 33 年 472 ～ 579 108 4605 ～ 4632 28
明治 34 年 580 ～ 706 127 4633 ～ 4670 38
明治 35 年 707 ～ 801 95 4671 ～ 4720 50
明治 36 年 802 ～ 927 126 4721 ～ 4789 69
明治 37 年 928 ～ 1050 123 4790 ～ 4839 50
明治 38 年 1051 ～ 1154 104 4840 ～ 4881 42
明治 39 年 1155 ～ 1270 116 4882 ～ 4971 90
明治 40 年 1271 ～ 1365 95 4972 ～ 5069 98
明治 41 年 1366 ～ 1452 87 5070 ～ 5157 88
明治 42 年 1453 ～ 1599 147 5158 ～ 5261 104
明治 43 年 1600 ～ 1766 167 5262 ～ 5339 78
明治 44 年 1767 ～ 1910 144 5340 ～ 5445 107
明治 45 年 1911 ～ 2087 177 5446 ～ 5591 145
大正 2 年 2088 ～ 2211 124 5592 ～ 5738 147
大正 3 年 2212 ～ 2340 129 5739 ～ 5893 155
大正 4 年 2341 ～ 2475 135 5894 ～ 6200 307
大正 5 年 2476 ～ 2638 163 6201 ～ 6395 195
大正 6 年 2639 ～ 2776 138 6396 ～ 6505 110
大正 7 年 2777 ～ 2909 133 6506 ～ 6664 159
大正 8 年 2910 ～ 3005 96 6665 ～ 6804 140
大正 9 年 3006 ～ 3132 127 6805 ～ 6954 150
大正 10 年 3133 ～ 3263 131 6955 ～ 7137 183
大正 11 年 3264 ～ 3549 286 7138 ～ 7158 20
大正 12 年 3550 ～ 3755 206 7159 ～ 7204 44
大正 13 年 3756 ～ 3864 109 7205 ～ 7295 91
大正 14 年 3864 ～ 4012 148 7296 ～ 7332 37
大正 15 年 4013 ～ 4058 46 7333 ～ 7352 20
昭和 2 年 4059 ～ 4099 53 7353 ～ 7365 13
昭和 3 年 4100 ～ 4111 12 7366 ～ 7379 14
昭和 4 年 4111 ～ 4125 14 7380 ～ 7384 5
昭和 5 年 4126 ～ 4140 15 7385 ～ 7392 8
昭和 6 年 4141 ～ 4148 8 7393 ～ 7395 3
昭和 7 年 4149 ～ 4161 13 7396 ～ 7396 1
昭和 8 年 4162 ～ 4176 15 7397 ～ 7401 5
昭和 9 年 4177 ～ 4193 17

(台湾総督府公文類纂清冊』 より筆者作成)



る
と
、
大
正
一
三
年
の
簿
冊
数
は
九
一
冊
で
、
大
正
一
四
年
は
三
七
冊
と
半
数
に
減
り
、
大
正
一
五
年
に
は
二
〇
冊
、
昭
和
三
年
に
は

一
四
冊
と
な
る
。
こ
の
永
久
保
存
文
書
と
十
五
年
保
存
文
書
に
お
け
る
簿
冊
数
の
減
少
は
、
文
書
課
に
お
け
る
収
受
総
数
と
処
理
総
数

お
よ
び
新
起
案
総
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
に
関
連
が
あ
ろ
う
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
各
部
局
に
お
い
て
文
書
管
理
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
文
書
課
に
お
け
る
処
理
件
数
が
減
り
、
文
書
課
業
務
の
縮
小
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、
文
書
管
理
の
実
態
と
し
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
文
書
課
に
お
い
て
一
括
管
理
し
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
文
書
が
保
存
管
理
さ
れ
て
現
在
に
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
各
部
局
に
保
存
さ
れ
た
文
書
は
、
保
存
す
る
と
い
う
観

点
で
置
く
の
で
は
な
く
、
今
後
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
部
署
内
で
留
め
て
お
く
の
で
あ
っ
て
、
案
件
の
執
行
ま
た
は
事
案
等
が

終
了
す
れ
ば
必
要
の
な
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
原
課
に
お
い
て
残
す
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
例
外
な
の
が
、
建
物
、
鉄
道
、
道

路
、
橋
梁
な
ど
の
設
計
図
お
よ
び
測
量
図
等
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
文
書
類
は
、
老
朽
化
、
災
害
ま
た
は
事
故
に
よ
る
損

傷
や
修
繕
に
必
要
な
た
め
に
、
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
く
な
る
ま
で
は
必
要
な
も
の
と
し
て
保
存
し
て
お
く
と
い
う
も
の
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
一
覧
表
と
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
管
理
規
程
を
重
ね
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
昭

和
二
年
に
制
定
さ
れ
た
台
湾
総
督
府
文
書
取
扱
規
程
が
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
管
理
制
度
の
完
成
形
で
あ
り
、
文
書
の
接
受
・

発
議
・
決
裁
・
施
行
・
回
付
・
編
纂
・
保
存
と
い
う
文
書
を
取
り
扱
う
す
べ
て
の
業
務
が
網
羅
さ
れ
た
文
書
管
理
の
体
制
は
、
規
程
と

実
態
と
の
乖
離
を
一
層
拡
げ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
書
管
理
制
度
に
お
け
る
規
程
は
整
っ
た
が
、
文
書
課

に
よ
る
一
括
管
理
か
ら
各
部
局
が
保
存
す
る
と
い
う
分
散
管
理
へ
と
移
行
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
結
局
、
文
書
課
に
お
い
て
編

纂
す
る
文
書
数
が
減
少
し
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
規
程
改
正
の
翌
三
年
の
文

書
数
は
一
二
冊
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
文
書
数
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
冊
数
と
な
る
。
大
正
一
三
年
に
お
け
る
台
湾
総
督
府
官
制
の
改
正
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が
文
書
管
理
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
改
め
て
知
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
文
書
数
の
減
少
に
勢
い
を
つ
け
た
の
が
同

年
に
行
わ
れ
た
事
務
の
簡
捷
お
よ
び
事
務
の
能
率
化
の
増
進
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
節
に
お
い
て
論
じ
る
た
め
、
霧
社
事

件
が
発
生
し
た
昭
和
五
年
と
翌
六
年
の
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
の
永
久
保
存
文
書
と
十
五
年
保
存
文
書
の
簿
冊
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
、
永
久
保
存
文
書
は
一
件
と
十
五
年
保
存
は
八
件
で
あ
っ
た
。

○
永
久
保
存
文
書

一
、
第
一
門
人
事
・
第
一
〇
類
雑

｢

霧
社
事
件
ニ
對
ス
ル
總
督
諭
告
ノ
件

(

�)｣

○
十
五
年
保
存
文
書

一
、
第
三
門
警
察
・
第
三
類
行
政
警
察

｢

蕃
地
警
察
職
員
勤
務
心
得
標
準
通
達
ノ
件

(

�)｣

二
、
第
三
門
警
察
・
第
四
類
蕃
人
蕃
地

｢

蕃
人
綏
撫
指
導
ニ
関
ス
ル
件

(

�)｣

三
、
第
三
門
警
察
・
第
三
類
行
政
警
察

｢

綱
紀
振
肅
ニ
関
ス
ル
件

(

�)｣

四
、
第
三
門
警
察
・
第
三
類
行
政
警
察

｢
州
ノ
巡
�
ヲ
郡
ニ
配
置
ス
ル
員
数
改
正
ノ
件

(

�)｣

五
、
第
三
門
警
察
・
第
三
類
行
政
警
察

｢

巡
�
警
手
定
員
改
正
ノ
件

(

�)｣

六
、
第
三
門
警
察
・
第
三
類
行
政
警
察

｢

警
務
局
処
務
規
程
改
正
案

(

�)｣

七
、
第
三
門
警
察
・
第
四
類
蕃
人
蕃
地

｢

蕃
人
蕃
地
ノ
視
察
取
締
ニ
関
ス
ル
件

(

	)｣

八
、
第
三
門
警
察
・
第
四
類
蕃
人
蕃
地

｢

理
蕃
政
策
大
綱
ニ
関
ス
ル
件

(


)｣

こ
れ
ら
の
十
五
年
保
存
文
書
の
八
点
は
、
い
ず
れ
も
事
件
後
の
職
員
の
心
得
と
原
住
民
指
導

(

�)

へ
の
心
得
お
よ
び
定
員
・
規
程
・
取
締
・

近代公文書管理制度の転換 (東山)9



理
蕃
政
策
な
ど
の
改
正
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
永
久
保
存
文
書
に
も
十
五
年
保
存
文
書
に
も
事
件
当
日
の
報
告
書
は
綴
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
。
霧
社
事
件
後
に
、｢

蕃
人
綏
撫
指
導
ニ
關
ス
ル
件｣

を
通
達
し
、
霧
社
事
件
後
の
原
住
民
に
対
す
る
指
導
の
あ
り
方
を
周

知
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
件
に
関
す
る
文
書
が
な
い
と
い
う
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

霧
社
事
件
が
発
生
す
る
昭
和
五
年
ま
で
の
原
住
民
に
よ
る
騒
擾
事
件
を
見
る
と
、
北
埔
暴
動
事
件
始
末
に
関
し
覆
審
法
院
検
察
官
尾

立
維
孝
の
報
告

(
�)

や
事
件
審
査
の
た
め
の
臨
時
法
院
事
務
開
始

(

�)

お
よ
び
事
件
を
起
こ
し
た
匪
徒
裁
判
の
報
告

(

�)

な
ど
の
文
書
が
第
六
門
の
司

法
・
第
二
類
の
刑
事
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
大
正
四
年
に
は
、
阿
�
庁
管
内
蕃
人
公
学
校
等
に
お
い
て
発
生
し
た
蕃
地
騷
擾
の
状
況
報

告
に
つ
い
て
の
二
件
の
文
書

(

�)

が
、
第
七
門
教
育
・
第
二
類
学
校
及
教
員
生
徒
類
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
事
件
等
を
業

務
と
し
て
処
理
し
た
部
局
が
文
書
を
作
成
し
て
合
議
を
経
て
決
裁
さ
れ
執
行
さ
れ
た
後
に
文
書
課
に
て
永
久
保
存
文
書
と
し
て
保
存
管

理
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
大
正
四
年
に
、
教
育
機
関
で
あ
る
蕃
人
公
学
校
に
て
発
生
し
た
原
住
民
に
よ
る
騒
擾
事
件
が

教
育
門
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
年
に
発
生
し
た
霧
社
公
学
校
に
お
け
る
原
住
民
の
騒
擾
事
件
で
あ
る
霧
社

事
件
関
連
の
文
書
は
そ
の
教
育
門
に
も
綴
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
如
何
な
る
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
霧
社
事
件
は
、
台
湾
総

督
府
が
解
決
で
き
る
程
度
の
騒
擾
事
件
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
本
国
政
府
の
陸
軍
が
介
入
し
徹
底
的
に
弾
圧
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
霧

社
の
小
学
校
と
公
学
校
の
合
同
運
動
会
が
開
催
さ
れ
た
霧
社
公
学
校
運
動
場
で
の
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ま
で
の
原
住
民
へ
の
過

酷
な
賦
役
労
働
と
警
察
官
の
賃
金
の
中
間
搾
取
へ
の
不
満
が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
中
で
、
事
件
の
首
謀
者
で
あ
る
モ
ー
ナ
ル
ダ
オ
を
侮
辱

し
た
こ
と
が
発
端
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
事
件
に
よ
り
総
督
と
民
政
長
官
が
引
責
辞
任
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
総
督
府
に
よ

る
詳
細
な
報
告
書
が
保
存
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
総
督
の
石
塚
英
蔵
よ
り
本
国
政
府
の
管
轄
省
庁
で
あ

る
拓
務
省
へ
事
件
に
関
す
る
報
告

(

�)

が
な
さ
れ
、
拓
務
省
か
ら
も
事
件
調
査
の
た
め
に
拓
務
省
管
理
局
長
の
生
駒
高
常
を
台
湾
へ
派
遣
し

報
告
書

(

�)

が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
総
督
が
提
出
し
た
本
報
告
書
の
写
し
等
が
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
の
永
久
保
存
文
書
と
し
て
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保
存
管
理
さ
れ
て
い
て
当
然
の
事
件
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
気
が
か
り
な
点
が
十
五
年
保
存
文
書
と
い
う
有
期
保
存
年
限
の
文
書
で
あ
る
。
明
治
三
〇
年
に
花
蓮
港
庁
に
お
け

る
原
住
民
間
の
争
い
に
つ
い
て
の
報
告

(

�)

は
、
十
五
年
保
存
文
書
と
し
て
綴
ら
れ
て
お
り
、
既
述
の
阿
�
庁
管
内
に
お
け
る

｢

蕃
人
騒
擾

事
件｣
の
文
書
も
十
五
年
保
存
文
書
に
綴
ら
れ
て
い
た
。
報
告
書
の
処
理
方
や
供
閲
方
法
等
の
書
類
上
の
規
則
で
は
、
例
え
ば
、｢

蕃

人
兇
行
事
件
報
告
処
理
方
ノ
件

(

�)｣

に
は
、
原
住
民
の
兇
行
事
件
は
す
べ
て
拓
殖
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、

｢

蕃
人
犯
罪
に
関
す
る
件

(

�)｣

に
お
い
て
、
犯
罪
を
理
解
し
て
い
な
い
原
住
民
に
対
し
て
は
一
般
人
と
同
様
の
裁
き
を
実
施
で
き
な
い
た

め
総
督
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
正
九
年
頃
ま
で
に
は
原
住
民
の
帰
順
が
進
み
、
原
住
民
の
行
政
区
域

内
に
居
住
す
る
者
が
増
え
生
活
習
慣
が
一
般
人
と
同
様
に
な
り
、
犯
罪
行
為
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、

行
政
区
域
内
に
居
住
す
る
原
住
民
の
犯
罪
は
一
般
人
と
同
様
の
手
順
を
行
う
と
い
う

｢

高
等
法
院
検
察
官
長
菅
野
善
三
郎
ヨ
リ
稟
申
ノ

蕃
人
ノ
犯
罪
事
件
ニ
関
シ
各
法
院
検
察
局
ヘ
内
訓
通
達
ノ
件

(

�)｣

が
各
法
院
検
察
局
か
ら
通
達
さ
れ
、｢

蕃
人
加
害
報
告
書
供
�
方
法
の

件

(

�)｣

に
よ
り
供
閲
方
法
が
定
め
ら
れ
、｢

蕃
人
加
害
ハ
樣
式
ニ
依
リ
報
告
方
通
達
ノ
件

(

�)｣

で
は
、
原
住
民
の
加
害
に
よ
る
報
告
方
に
つ

い
て
別
途
様
式
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
永
久
保
存
文
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
則
に
関
す
る
文
書
は
永
久
保
存

文
書
と
し
て
、
規
則
以
外
の
騒
擾
事
件
等
の
報
告
書
は
、
十
五
年
保
存
文
書
と
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
原

住
民
の
犯
罪
や
騒
擾
事
件
に
つ
い
て
は
、
匪
徒
刑
罰
令
違
犯
と
し
て
裁
か
れ
な
い
限
り
は
、
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

現
存
す
る
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
は
、
文
書
課
に
お
い
て
編
綴
し
、
簿
冊
化
し
た
文
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
毎
年
度
、『

事
務
成
績

提
要』

を
編
纂
す
る
際
に
、
文
書
を
編
纂
し
た
冊
数
を
保
存
年
限
と
部
署
毎
に
分
け
て
報
告
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
簿
冊
化
す
る
永
久

保
存
文
書
と
十
五
年
保
存
文
書
と
は
別
に
、
各
部
局
毎
の
文
書
を
編
纂
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
霧
社
事
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件
が
発
生
し
た
昭
和
五
年
は
文
書
の
編
纂
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
昭
和
六
年
分
の
編
纂
件
数
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
昭
和
六
年
に
お

け
る
文
書
の
編
纂
件
数
は
、
霧
社
事
件
に
関
連
す
る
警
務
局
文
書
の
編
纂
数
は
一
七
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
昭
和
五
年
の
文
書
課
に
お

け
る
文
書
の
回
収
件
数
を
見
る
と
、
警
務
局
に
関
わ
る
文
書
の
回
収
件
数
は
、
一
六
一
件
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
警
務
局
が
前
年
度
か

ら
繰
り
越
し
て
い
る
文
書
が
四
三
件
で
、
昭
和
五
年
に
貸
出
し
た
の
が
二
四
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
計
六
七
件
を
警
務
局
へ
貸
出
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
本
年
中
に
返
戻
さ
れ
た
文
書
が
三
三
件
で
、
未
だ
返
戻
の
な
い
文
書
が
三
四
件
で
あ
っ
た

(

�)

。
返
戻
し
な
い
件
数
は
他

部
署
に
お
い
て
も
同
様
で
、
繰
越
し
て
貸
出
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
常
態
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
昭
和
一
五
年
を
境

と
し
て
、
殆
ど
の
部
署
が
文
書
を
返
戻
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

(

�)

。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
こ
の
文
書
の
未
返
戻
件
数
が
減
少
し
た
原

因
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
大
正
一
三
年
に
お
け
る
事
務
の
簡
捷
と
能
率
増
進

本
節
で
は
、
前
節
に
お
い
て
見
て
き
た
文
書
の
貸
出
件
数
お
よ
び
返
戻
件
数
が
大
正
末
期
か
ら
減
少
し
て
い
っ
た
原
因
を
精
査
す
る

た
め
に
、
ま
ず
、
大
正
一
三
年
に
実
施
さ
れ
た
事
務
の
簡
捷
お
よ
び
能
率
の
増
進
達
成
を
理
由
に
府
議
決
定
さ
れ
た
文
書
処
理
方
に
つ

い
て
見
て
い
く
。

大
正
一
三
年
の
台
湾
総
督
府
官
制
改
正
に
伴
い
、
台
湾
総
督
府
内
の
組
織
の
改
編
が
行
わ
れ
、
廃
止
さ
れ
た
逓
信
局
は
、
独
立
し
た

組
織
の
鉄
道
局
と
、
土
木
局
の
港
湾
の
設
備
利
用
お
よ
び
道
路
橋
梁
に
関
す
る
業
務
を
管
轄
す
る
新
た
な
組
織
で
あ
る
台
湾
総
督
府
交

通
局
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
組
織
機
構
の
改
編
に
よ
り
、
台
湾
総
督
府
民
政
局
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
民
政

局
の
縮
小
が
文
書
課
に
お
い
て
保
有
し
て
き
た
文
書
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
二
年
の
文
書
取
扱
規

程
制
定
に
よ
り
、
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
に
関
す
る
制
度
が
完
成
す
る
と
と
も
に
、
各
部
局
に
文
書
処
理
の
権
限
を
委
ね
た
た
め
に
、

12



文
書
課
が
管
理
す
る
文
書
の
減
少
と
い
う
状
況
を
生
ん
で
し
ま
っ
た

(

�)

。
こ
の
文
書
の
減
少
は
、
大
正
一
三
年
に
お
け
る
台
湾
総
督
府
官

制
の
改
正
に
よ
る
組
織
の
改
編
お
よ
び
昭
和
二
年
に
制
定
さ
れ
た
文
書
取
扱
規
程
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
事
務
の
能
率
を
増
進
す
る
と
い
う
業
務
遂
行
上
に
お
い
て
は
、
当
時
の
文
書
課
に
お
け
る
収
受
総
数
や
処
理
総
数
お

よ
び
新
起
案
総
数
を
見
れ
ば
必
要
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
大
正
一
三
年
に
お
け
る
事
務
の
効
率
化
に
つ
い
て
見
て
い

く
が
、
業
務
の
改
善
は
、
①
文
書
の
処
理
方
法
、
②
面
会
時
間
、
③
文
書
の
用
紙
及
記
載
方
法
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

大
正
一
三
年
の
五
月
三
〇
日
附
内
乙
第
四
号
を
以
て
、｢

各
庁
ニ
於
ケ
ル
事
務
ノ
簡
捷
及
能
率
ノ
増
進
ノ
達
成
ニ
関
ス
ル
件
ニ
関
シ

本
日
左
記
之
通
閣
議
決
定
相
成
候

(

�)｣

と
し
て
、
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
、｢

各
庁
ニ
於
テ
事
務
ノ
簡
捷
及
能
率
ノ
増
進
ヲ
達
成
ス
ル
為
特

ニ
留
意
シ
之
カ
為
各
庁
文
書
処
理
方
法
、
各
庁
面
会
時
間
、
各
庁
文
書
ノ
用
紙
及
記
載
方
法
其
ノ
他
ニ
付
各
省
ニ
於
テ
更
ニ
一
層
適
切

ナ
ル
方
法
ヲ
定
メ
内
閣
総
理
大
臣
ニ
報
告
ス
ヘ
キ
モ
ノ｣

と
す
る
と
い
う
通
牒
が
管
轄
官
庁
の
拓
殖
事
務
局
経
由
で
、
内
閣
書
記
官
長

の
小
橋
一
太
か
ら
台
湾
総
督
内
田
嘉
吉
へ
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
内
乙
第
四
号
は
、
閣
甲
第
一
〇
三
号

｢

各
庁
ニ
於
ケ
ル
事
務
ノ
簡
捷
及

能
率
ノ
増
進
ノ
達
成
ニ
関
ス
ル
件

(

�)｣

と
し
て
、｢
各
庁
文
書
処
理
方
法
、
各
庁
面
会
時
間
並
各
庁
文
書
ノ
用
紙
及
記
載
方
法
ニ
付
準
拠

ス
ヘ
キ
大
体
方
針
ヲ
定
ム
ル
ヲ
適
当｣

と
認
め
て
、
曩
に
法
制
局
に
お
い
て
草
案

｢

参
照
甲
号｣

を
作
成
し
、
こ
の
草
案
を
以
て
予
め

各
省
の
意
見
を
求
め
て
い
る
。

そ
の
草
案

｢

参
照
甲
号｣

は
、｢

各
庁
文
書
処
理
方
法
各
庁
面
会
時
間
等
ノ
件｣

と
い
う
も
の
で
、｢

各
庁
ニ
於
テ
ハ
事
務
ノ
簡
捷
及

能
率
ノ
増
進
ヲ
期
ス
ル
為
原
則
ト
シ
テ
左
記
ニ
準
拠
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス｣

る
と
し
て
、
一
、｢

各
庁
文
書
処
理
方
法｣

、
二
、｢

各
庁
面

会
時
間｣

、
三
、｢

各
庁
文
書
ノ
用
紙
及
記
載
方
法｣

の
三
点
に
纏
め
ら
れ
て
い
た
。

一
、｢

各
庁
文
書
処
理
方
法｣

�

各
局
長
は
そ
の
局
に
お
い
て
処
理
す
べ
き
文
書
を
受
け
た
時
は
、
査
閲
後
特
に
上
官
の
指
示
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
き
そ
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の
外
は
主
務
課
長
に
配
付
し
、
処
理
の
方
針
、
事
項
の
緩
急
お
よ
び
そ
の
他
に
つ
い
て
要
点
を
指
示
し
処
理
を
命
ず
る
こ
と
。

�

各
課
長
は
局
長
よ
り
配
付
を
受
け
た
文
書
を
処
理
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
庁
に
お
い
て
予
め
定
め
た
期
間
を
経
過
し
な
い
こ

と
。
若
し
事
件
が
錯
綜
し
、
又
は
事
件
が
他
の
庁
や
局
課
の
権
限
と
牽
連
す
る
た
め
に
定
期
内
に
処
理
が
不
可
能
な
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
処
理
期
間
に
付
き
予
め
局
長
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。

�

他
の
庁
ま
た
は
他
の
局
課
に
牽
連
す
る
文
書
の
処
理
に
つ
い
て
、
説
明
聴
取
や
討
論
審
議
等
の
た
め
の
会
合
を
便
利
と
す
る

場
合
は
こ
の
方
法
に
よ
る
が
、
時
宜
に
よ
り
定
例
の
会
合
日
を
定
め
る
こ
と
。

�

他
の
庁
ま
た
は
他
の
局
課
に
牽
連
す
る
文
書
の
処
理
に
つ
い
て
、
意
見
を
異
に
す
る
と
き
は
関
係
者
面
議
商
量
し
て
解
決
に

努
め
る
が
、
解
決
せ
ざ
る
場
合
は
直
に
上
司
に
面
陳
し
て
決
裁
を
請
う
こ
と
。
二
省
以
上
に
牽
連
す
る
場
合
に
当
該
局
課
意

見
を
異
に
し
解
決
が
遅
延
す
る
虞
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
速
に
主
務
の
次
官
又
は
大
臣
等
に
お
い
て
協
議
を
行
う
が
、

解
決
せ
ざ
る
場
合
は
閣
議
を
請
う
こ
と
。

�

特
殊
の
理
由
に
因
り
一
時
留
置
く
べ
き
文
書
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
の
旨
の
決
裁
を
経
る
こ
と
。

�

書
類
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
正
確
及
迅
速
を
期
す
る
こ
と
か
ら
、
一
方
で
主
任
者
に
お
い
て
処
理
上
の
注
意
を
充
分
に

払
う
と
共
に
、
一
方
で
査
閲
者
の
数
を
出
来
得
る
限
り
少
く
す
る
こ
と
。

�

各
課
に
お
け
る
配
付
文
書
の
処
理
の
経
過
を
明
に
す
る
た
め
、
毎
月
一
回
、
処
理
文
書
一
覧
表
を
作
成
し
、
一
ヶ
月
以
内
に

処
理
が
終
了
し
た
文
書
お
よ
び
未
決
の
儘
の
文
書
の
件
名
を
記
載
し
、
局
長
に
提
示
す
る
こ
と
。
但
し
、
軽
易
な
る
事
項
に

関
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

二
、｢

各
庁
面
会
時
間｣

訪
問
者
と
の
面
会
に
つ
い
て
、
各
庁
に
お
い
て
予
め
一
定
の
面
会
時
間
を
定
め
て
公
示
し
、
時
間
内
に
限
り
面
会
を
為
す
こ

14



と
と
さ
れ
た
が
、
但
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

三
、｢

各
庁
文
書
ノ
用
紙
及
記
載
方
法｣

各
庁
に
お
い
て
作
成
す
る
文
書
は
、
成
る
べ
く
西
洋
紙
を
用
い
そ
の
筆
書
は
ペ
ン
書
に
よ
る
こ
と
。
文
書
の
記
載
は
平
易
の

文
辞
を
用
い
る
が
、
記
載
事
項
中
定
例
に
属
す
る
も
の
は
出
来
得
る
限
り
簡
略
に
す
る
こ
と
。

と
、
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
草
案
で
見
ら
れ
る
各
省
の
意
見
と
し
て
は
、
大
体
に
お
い
て
異
存
は
な
い
と
の
こ
と
だ
が
、
多
少
見
解
を
異

に
す
る
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
異
議
の
中
で
特
に
重
要
な
点
は
、｢

文
書
処
理
方
法
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ
各
庁
一
律
ニ
規
定
セ
ス
各

庁
適
宜
ノ
方
法
ニ
依
ル
ヲ
可
ト
ス｣

る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
た
め
こ
の
文
言
に
次
の
一
項
を
加
え
て
関
係
庁
へ
通
知
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
そ
の
一
項
と
は
、｢
各
庁
ニ
於
テ
事
務
ノ
簡
捷
及
能
率
ノ
増
進
ヲ
達
成
ス
ル
為
特
ニ
留
意
シ
之
カ
為
各
庁
文
書
処
理
方
法
、
各

庁
面
会
時
間
、
各
庁
文
書
ノ
用
紙
及
記
載
方
法
其
ノ
他
ニ
付
各
省
ニ
於
テ
更
ニ
一
層
適
切
ナ
ル
執
務
方
法
ヲ
定
メ
内
閣
総
理
大
臣
ニ
報

告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

(

�)｣

と
い
う
も
の
で
、
一
層
適
切
な
執
務
方
法
を
各
省
に
お
い
て
定
め
た
上
で
報
告
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

各
省
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
纏
め
て
、
農
商
務
省

(

大
正
一
三
年
四
月
二
四
日
付)

・
大
蔵
省

(

同
年
五
月
一
七
日
付)

・
内
務
省

(

同
年
四
月
一
五
日
付)

・
海
軍
省

(

同
年
四
月
二
八
日
付)

・
司
法
省

(

同
年
四
月
二
九
日
付)

は
内
閣
書
記
官
長
へ
、
鉄
道
省

(

同

年
四
月
一
八
日
付)

と
陸
軍
省(

同
年
四
月
一
五
日
付)
は
法
制
局
長
官
へ
回
答
を
送
っ
て
い
る
。
各
省
の
意
見
を
順
に
見
て
い
く
と
、

大
蔵
省
は
、
親
展
以
外
の
文
書
に
し
て
本
省
地
方
部
局
間
に
お
け
る
平
常
の
往
復
書
類
等
普
通
軽
微
の
事
項
に
関
す
る
も
の
は
局
長
の

査
閲
を
待
た
ず
直
に
主
務
の
課
長
を
し
て
査
閲
を
行
い
処
理
す
る
方
が
却
っ
て
事
務
簡
捷
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
し
て
、
各
庁
文
書
処

理
方
法
第
一
条
の
末
尾
に
、｢

但
シ
親
展
以
外
ノ
文
書
ニ
シ
テ
普
通
軽
微
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ヽ
処
理
ニ
付
テ
ハ
各
局
長
ハ
主
務
ノ

課
長
ヲ
シ
テ
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得｣

と
の
但
し
書
き
を
追
加
す
る
こ
と
を
申
進
し
て
い
る
。
農
商
務
省
は
面
会
時
間
に
つ
い
て
、

常
に
民
間
と
接
触
を
保
つ
必
要
の
あ
る
官
庁
で
は
実
行
は
困
難
で
あ
り
、
却
っ
て
民
意
の
暢
達
を
妨
げ
る
虞
の
あ
る
こ
と
へ
の
疑
い
を
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持
っ
て
い
た
。
陸
軍
省
で
は
、
面
会
時
間
に
つ
い
て
、

一
、
面
会
時
間
内
ト
雖
モ
公
務
ノ
都
合
ニ
テ
ハ
之
ヲ
謝
絶
ス
ル
コ
ト

二
、
各
庁
ノ
公
務
上
官
吏
ノ
面
会
ハ
何
時
ニ
テ
モ
差
支
ナ
キ
コ
ト

と
、
こ
の
二
件
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
文
書
用
紙
及
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
趣
旨
は
同
意
で
は
あ
る
が
、

｢

上
奏
書
其
他
保
存
上
和
紙
及
毛
筆
ニ
依
ル
ヲ
必
要
ト
ス
ヘ
キ｣

も
の
が
あ
る
こ
と
、｢

経
費
、
作
成
紙
数
其
他
有
事
ニ
際
ス
ル
準
備
補

充
等
ノ
考
慮
ヲ
モ
要
ス
ル｣
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、｢

西
洋
紙
及
ペ
ン
書
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
得
ル｣

と
い
う
程
度
に
範
囲
を
拡
大
す
る

こ
と
を
可
と
す
る
意
見
を
提
出
し
て
い
る
。
内
務
省
は
面
会
時
間
に
つ
い
て
、｢

訪
問
者
中
最
モ
少
数
ヲ
占
ム
ル
一
般
私
的
訪
問
者
ニ

ハ
適
用
セ
ラ
ル
ヽ｣

と
し
て
も
、｢

陳
情
者
又
ハ
文
書
処
理
ニ
関
シ｣

て
の
面
会
や
、
そ
の
他
に

｢

職
務
上
ノ
打
合
ヲ
要
ス
ル
為｣

に

訪
問
す
る
も
の
が
多
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は

｢

必
要
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
場
合
ト
シ
テ
訪
問
者
ニ
接
セ
サ
ル
ヲ
得

サ
ル
ヘ
ク｣

に
付
き
面
会
時
間
を
一
定
と
す
る
こ
と
は
実
行
困
難
で
あ
る
と
し
、
訪
問
者
の
多
く
の
習
慣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

元
来
訪
問
者
ノ
多
ク
ハ
用
件
ヲ
終
ル
モ
夫
レ
以
外
ニ
時
間
ヲ
空
費
ス
ル
ノ
習
慣
ア
ル
ヲ
以
テ
寧
ロ
庁
内
応
接
所
又
ハ
局
課
事
務
室

等
ヘ
適
当
ノ
文
字
ヲ
公
示
シ
置
キ
面
会
者
ヲ
シ
テ
用
件
終
結
ト
共
ニ
直
ニ
引
取
ラ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
講
セ
ラ
レ
候
ハ
ゞ
官
私
共
ニ

良
習
慣
ヲ
馴
致
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
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と
、
用
件
が
終
了
し
た
後
に
お
い
て
、
用
件
以
外
の
歓
談
に
時
間
を
空
費
し
て
い
る
と
い
う
習
慣
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
用
件
が
終

了
し
た
後
に
速
や
か
に
面
会
を
打
ち
切
る
方
法
と
し
て
、
庁
内
の
応
接
室
や
局
課
の
事
務
室
等
の
面
会
を
行
う
場
所
に
適
当
な
文
字
を

公
示
す
る
な
ど
の
方
法
を
講
じ
る
こ
と
が
良
い
習
慣
を
馴
致
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
海
軍
省
で
は
、
文
書
処
理

方
法
に
つ
い
て
、
各
庁
事
務
の
性
質
、
定
員
の
官
陪
、
事
務
の
分
担
等
を
み
る
と
一
概
に
律
し
難
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
体
の

標
準
を
指
示
し
て
統
一
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
議
は
な
い
が
、
細
目
を
規
定
し
膠
柱
す
る
は
能
率
を
挙
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
意
見
を
述
べ
、
ま
た
文
書
用
紙
に
つ
い
て
は
、｢

現
在
官
庁
文
書
用
紙
ニ
ハ
規
定
ナ
キ
為
各
種
ノ
大マ
マ

サ
ノ
モ
ノ
ヲ
混
用
シ
文
書
ノ

整
理
取
扱
ニ
不
便
ヲ
感
ス
ル
コ
ト
大
ナ
リ｣

と
、
文
書
用
紙
の
大
き
さ
が
異
な
る
文
書
を
整
理
す
る
に
は
不
便
で
あ
る
こ
と
か
ら
用
紙

を
一
定
の
大
き
さ
に
す
る
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。
最
後
に
、
司
法
省
は
、
文
書
処
理
方
法
と
し
て
は
、
各
省
各
局
が
受
理
す
る
文
書

は
千
種
万
態
に
し
て
難
易
軽
重
の
別
が
あ
り
一
律
に
定
め
る
こ
と
は
却
っ
て
事
務
の
簡
捷
を
阻
碍
す
る
虞
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
省
に

一
任
す
る
の
が
良
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
処
理
文
書
の
一
覧
表
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
事
務
の
監
督
上
必
要
で
は
あ
る
が
、
一
ヶ
月
毎
に

作
成
す
る
に
は
煩
雑
で
あ
り
実
際
に
適
さ
な
い
で
あ
ろ
う
た
め
監
督
者
の
裁
量
に
一
任
す
る
こ
と
が
良
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
面
会
時
間

に
つ
い
て
は
、
一
定
の
時
間
訪
問
者
を
避
け
て
専
心
事
務
に
鞅
掌
す
る
こ
と
は
刻
下
の
急
務
で
は
あ
る
が
、
面
会
時
間
を
定
め
て
公
示

す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
時
間
内
に
面
会
を
為
す
べ
き
と
い
う
義
務
が
発
生
負
担
に
な
る
こ
と
か
ら
、
反
対
に
一
定
の
時
間
面
会
を
謝
絶

す
る
こ
と
を
公
示
し
、
そ
の
ほ
か
は
随
時
面
接
す
る
こ
と
に
修
正
し
た
い
と
い
う
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
各
省
か
ら
の
文
書
の
最
後
に
は
、
参
照
と
し
て
次
の
よ
う
に
各
省
の
意
見
を
簡
単
に
纏
め
た
表

(

第
三
表)

が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
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そ
の
後
、
大
正
一
三
年
六
月
二
四
日
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
加
藤
高
明
か
ら
、
各
官
庁
に
対
し
て
内
閣
訓
令
号
外
が
発
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

方
今
ノ
世
局
最
モ
人
心
ノ
更
新
ヲ
急
ト
ス
ル
ノ
時
ニ
当
リ
積
年
ノ
頽
風
ヲ
一
洗
シ
現
下
ノ
沈
滞
ヲ
決
ス
ル
ハ
綱
紀
ノ
粛
正
ニ
待
ツ

ノ
外
ナ
シ
綱
紀
ノ
粛
正
ハ
固
ヨ
リ
官
民
一
致
之
ニ
当
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
官
務
ヲ
奉
ス
ル
者
皆
能
ク
率
先
シ
テ
官
紀
ノ
振
粛
ヲ

18

第
三
表

各
省
に
お
け
る
意
見

各
省
意
見

摘

要

各
省

執
務
手
続

面

会

文
書
用
紙
記
載

外
務

内
務

同
意

困
難

同
意

大
蔵

大
体
同
意

同
意

同
意

陸
軍

一
律
に
規
程
セ
ザ
ル
ヲ
可
ト
ス

同
意

制
限
付
同
意

海
軍

局
長
査
閲
ハ
適
当
、
課
長
可

寧
ロ
大
標
準
ヲ
定
ム
ル
ヲ
可
ト
ス

異
議
ナ
シ

賛
成
、
尚
用
紙
ノ
大マ
マ

サ
ヲ
モ
定

ム
ル
ヲ
可
ト
ス

司
法

配
布
方
法
ハ
各
省
一
任
、
一
覧
表
ノ
作
製
ハ
監
督

者
ノ
裁
量
ニ
一
任
ヲ
可
ト
ス
、
其
他
異
議
ナ
シ

一
定
時
間
面
会

附
記
ヲ
公
示
ス
ル
ヲ
可
ト
ス

同
意

文
部

農
商
務

各
庁
適
宜
ノ
方
法
ニ
依
ル
ヲ
可
ト
ス

面
会
セ
サ
ル
時
間
ヲ
定
ム
ル
ヲ
可
ト
ス

同
意

逓
信

鉄
道

制
限
付
同
意

反
対

同
意



実
現
シ
進
テ
一
般
綱
紀
ノ
粛
正
ニ
資
ス
ル
ハ
其
ノ
必
要
殊
ニ
緊
切
ナ
ル
ヲ
感
ス

(

�)

と
、
官
吏
と
し
て
の
五
つ
の
心
得
が
訓
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
官
庁
執
務
時
間
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

官
庁
執
務
時
間
ノ
制
ハ
一
切
処
務
ノ
規
準
タ
リ
特
ニ
出
勤
時
間
ハ
其
ノ
第
一
、
規
準
タ
ル
へ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
従
来
幾
ヒ
カ
之

カ
励
行
ニ
勉
メ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
シ
モ
今
尚
正
刻
ニ
後
レ
テ
登
庁
ス
ル
者
少
シ
ト
セ
ス
此
ノ
如
キ
ハ
執
務
ノ
能
率
ヲ
減
退
セ
シ
メ
殊

ニ
民
間
ト
ノ
交
渉
多
キ
官
庁
ノ
如
キ
一
般
ノ
之
カ
為
ニ
蒙
ル
損
失
決
シ
テ
鮮
少
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
今
回
官
庁
執
務
時
間
ニ
改
正
ヲ
加

ヘ
タ
ル
ハ
一
般
官
吏
ヲ
シ
テ
研
究
休
養
ノ
余
裕
ア
ラ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
一
層
出
勤
時
間
ヲ
励
行
シ
執
務
能
率
ノ
増
進
ヲ
期
ス
ル
ニ
外

ナ
ラ
ス
尚
後
官
吏
ハ
宜
シ
ク
此
ノ
旨
趣
ヲ
体
シ
テ
出
勤
時
間
ヲ
厳
守
ス
ヘ
シ

(

�)

と
、
ま
ず
は
執
務
時
間
に
改
正
を
加
え
る
と
い
う
中
で
特
に
出
勤
時
間
を
守
る
こ
と
で
執
務
能
率
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
た
。

こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
は

｢

官
紀
振
粛
ノ
一
端
ニ
外
ナ
ラ
ス｣

と
雖
も
こ
れ
ら
の
実
効
如
何
は
極
め
て
大
な
る
も
の
で
あ
り
、
所
属
の
長

官
は
特
に
諸
僚
を
督
励
し
て
戒
慎
を
以
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
、
も
し
反
す
る
こ
と
あ
ら
ば
寛
仮
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
、

能
率
増
進
の
実
現
に
つ
い
て
も
能
く
適
切
な
る
方
途
を
講
じ
、｢
一
ニ
振
張
刷
新
ノ
実
ヲ
挙
ケ
進
テ
世
局
ニ
一
新
生
面
ヲ
開
カ
シ
ム
ル

ニ
裨
補
ス
ル
所
ア
ル
ヘ
シ｣

と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
訓
令
は
各
省
庁
へ
は
必
要
部
数
を
確
認
の
上
で
、
各
省
庁
内
の
各
部
局
へ
配
布
さ

れ
周
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
次
は
台
湾
総
督
府
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
協
議
が
展
開
さ
れ
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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台
湾
総
督
府
で
は
、
大
正
一
三
年
七
月
に

｢

事
務
ノ
簡
捷
及
能
率
ノ
増
進
ニ
関
ス
ル
閣
議
決
定
通
牒
中
文
書
用
紙
ノ
件

(

�)｣

に
関
す
る

打
合
せ
会
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
協
議
で
は
、

�

起
案
決
裁
用
紙
は
、
洋
紙
と
す
る
こ
と
。

�

形
状
は
、
美
濃
と
半
紙
と
の
中
間
紙
と
す
る
こ
と
。

�

数
枚
同
時
に
清
書
す
る
場
合
、
鉄
筆
等
を
用
い
る
際
に
は
和
紙
に
て
差
支
な
い
こ
と
。

�

文
書
課
に
て
発
送
す
る
も
の
は
、
用
紙
に
制
限
を
与
え
ず
各
種
類
に
依
り
適
宜
区
別
す
る
こ
と
。

と
、
こ
れ
ら
の
�
か
ら
�
を
以
て
主
に
文
書
用
紙
に
関
す
る
話
し
合
い
が
な
さ
れ
、
現
在
の
手
簡
に
お
い
て
使
用
す
る
数
量
と
同
様
の

分
量
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
用
紙
代
価
の
年
額
は
、
凡
そ
三
千
円
乃
至
四
千
円
を
徴
収
し
得
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
、
さ
ら
に
、

�

書
簡
は
馬
糞
紙

(

厚
キ
茶
褐
色
分)
の
紙
に
改
正
す
る
が
、
糊
は
従
来
よ
り
多
量
に
附
す
る
こ
と
。

�

書
簡
に
て
年
額
五
百
円
を
徴
収
し
得
る
こ
と
。

な
ど
が
協
議
に
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
文
書
用
紙
に
使
用
し
て
い
た
美
濃
紙
が
高
価
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

協
議
の
結
果
は
、｢

注
意
研
究
ヲ
懈
ラ
サ
ル
所
ニ
有
之
其
ノ
最
モ
適
切
ナ
ル
モ
ノ｣

と
し
て
、
七
月
一
六
日
に
立
案

(

官
文
第
一
〇
八

号)

し
、
八
月
一
日
の
決
裁
後
す
ぐ
に
内
閣
総
理
大
臣
へ
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

｢

最
モ
適
切
ナ
ル
モ
ノ｣

と
は
、｢

参
照
甲
号｣

で
示
し
た
最
も
最
適
な
る
方
法
と
し
て
の
次
の
三
点
で
あ
っ
た
。

�

｢

文
書
処
理
方
法｣

文
書
の
処
理
に
関
し
て
は
、
台
湾
総
督
府
処
務
規
程

(

以
下
、｢
総
督
府
処
務
規
程｣

と
称
す)

に
基
き
、
常
に
速
進
及
正

確
を
期
す
る
途
を
講
し
て
お
り
、
比
較
的
良
好
な
成
績
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
と
信
じ
て
は
い
る
が
、
尚
、
万
全
を
期
す
る
た
め

20



に
も
本
年
四
月
に
、
府
内
各
局
、
部
長
並
に
管
下
各
官
庁
に
通
知
し
将
来
も
本
規
程
に
よ
り
文
書
の
処
理
を
為
す
こ
と
。

�
｢

面
会
時
間｣

面
会
時
間
は
予
め
一
定
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
事
務
の
繁
閑
に
応
じ
各
官
随
時
按
排
し
、
最
も
経
済
的
に
処

置
す
る
こ
と
。

�

｢

文
書
ノ
用
紙
及
記
載
方
法｣

洋
紙
に
ペ
ン
、
イ
ン
キ
を
以
て
記
載
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
保
存
、
形
式
等
の
関
係
に
よ
り
特
に
必
要
あ
る
も
の
に
限
り
、

和
紙
に
筆
墨
を
以
て
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
而
し
て
通
常
往
復
文
書
は
概
ね
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
用
い
て
作
成
し
、
又
、
同

一
文
に
し
て
数
多
の
清
書
を
要
す
る
も
の
は
、
そ
の
数
の
多
寡
に
依
り
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
複
写
、
謄
写
版
、
炭
酸
紙
等
の

便
宜
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
、
面
会
時
間
に
つ
い
て
は
、
予
め
定
め
て
お
く
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
官
に
お
い
て
随
時
按
排
し
て
、
最
も

経
済
的
に
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
文
書
の
用
紙
及
び
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
洋
紙
に
ペ
ン
と
イ
ン
キ
を
用
い
て
記
載
す

る
が
、
保
存
や
形
式
等
の
関
係
に
よ
り
特
に
必
要
な
も
の
に
限
り
和
紙
に
墨
筆
と
す
る
こ
と
と
し
、
往
復
文
書
は
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を

用
い
て
、
清
書
の
際
、
同
一
文
書
に
し
て
複
数
枚
必
要
な
際
に
は
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
複
写
、
謄
写
版
ま
た
は
炭
酸
紙
等
の
そ
れ
ぞ
れ

の
便
宜
な
も
の
を
使
用
す
る
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
書
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
総
督
府
処
務
規
程
に
基
づ
い
て
速
進
し
、

正
確
を
期
す
る
途
を
講
じ
て
お
り
、
比
較
的
良
好
な
成
績
を
挙
げ
て
い
る
と
す
る
も
万
全
を
期
す
る
た
め
に
、
本
年
四
月
に
府
内
の
各

部
局
、
部
長
並
に
管
下
の
各
官
庁
宛
て
通
牒
文
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
通
牒
文
の

｢

文
書
処
理
ニ
関
ス
ル
件｣

と
は
、
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官
房
文
書
課
ヨ
リ
配
付
シ
タ
ル
文
書
ノ
処
理
ニ
就
テ
ハ
当
府
処
務
規
程
第
七
条
ノ
定
ム
ル
所
ニ
拠
リ
期
間
内
御
処
理
可
相
成
筈
ニ

有
之
候
処
近
来
往
々
其
ノ
期
間
ヲ
経
過
シ
甚
シ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
規
程
第
八
条
ノ
手
続
ヲ
為
サ
ス
月
余
又
ハ
年
余
ニ
亘
リ
尚
ホ
処
分

セ
サ
ル
向
モ
有
之
哉
ニ
見
受
ケ
ラ
レ
右
ハ
事
務
渋
滞
ハ
申
ス
ニ
及
ハ
ス
延
ヒ
テ
ハ
関
係
官
民
ニ
迷
惑
ヲ
及
ホ
ス
コ
ト
ヽ
相
成
リ
遺

憾
不
尠
候
条
今
後
ハ
右
規
程
ヲ
遵
守
シ
特
ニ
左
記
ニ
依
リ
急
速
御
処
理
相
成
度

(

�)

と
い
う
も
の
で
、
官
房
文
書
課
よ
り
配
付
し
た
文
書
の
処
理
は
、
総
督
府
処
務
規
程
第
七
条
の

｢

主
務
部
局
ニ
接
受
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
二

日
以
内
ニ
処
分
案
ヲ
具
シ
文
書
課
ニ
回
付｣

し
、｢

其
ノ
他
部
局
ニ
合
議
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
文
書
課
ヨ
リ
之
ヲ
合
議
部
局
ニ
送
付
シ
合

議
部
局
ハ
一
日
以
内
ニ
文
書
課
又
ハ
他
ノ
合
議
部
局
ニ
回
付
ス
ヘ
シ
但
シ
本
条
ノ
日
数
ニ
ハ
休
暇
日
ヲ
算
入
セ
ス｣

と
定
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
主
務
部
局
は
二
日
以
内
に
具
申
し
文
書
課
へ
回
付
し
、
合
議
を
要
す
る
案
件
は
文
書
課
よ
り
合
議
部
局
に
送
付
し
、
合
議

部
局
は
一
日
以
内
に
文
書
課
ま
た
は
他
の
合
議
部
局
に
回
付
す
る
こ
と
か
ら
、
合
議
部
局
が
一
部
局
な
ら
ば
三
日
以
内
に
回
付
さ
れ
文

書
課
に
返
戻
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
さ
れ
た
期
限
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、
同
処
務
規
程
第
八
号
の

｢

若
シ
調
査
ノ

為
定
時
外
ノ
日
数
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
各
部
局
長
ハ
其
ノ
日
数
ヲ
定
メ
テ
文
書
課
長
ノ
検
視
ヲ
受
ク
ヘ
シ
但
シ
事
ノ
種
類
ニ
従

ヒ
前
条
ノ
定
期
ニ
依
リ
難
キ
モ
ノ
ハ
其
ノ
種
目
ヲ
限
リ
テ
特
ニ
其
ノ
調
査
期
日
ヲ
定
メ
予
メ
文
書
課
長
ノ
検
視
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得｣

と
あ
る
よ
う
に
、
調
査
の
た
め
に
日
数
を
必
要
と
す
る
場
合
は
そ
の
日
数
を
定
め
て
文
書
課
長
の
検
視
を
受
け
る
こ
と
、
七
条
の
規
定

通
り
に
処
理
し
難
い
種
目
に
限
り
、
特
に
調
査
期
日
を
定
め
て
予
め
文
書
課
長
の
検
視
を
受
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
総
督
府
処
務
規
程
第
七
条
に
規
定
さ
れ
た
日
数
内
に
回
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
は
同
第
八
条
の
定
め
る
所
の
予
め
文

書
課
長
の
検
視
を
受
け
ず
に
月
を
跨
ぎ
、
年
を
越
し
て
も
処
理
さ
れ
ず
に
事
務
が
渋
滞
し
て
お
り
、
関
係
官
民
へ
迷
惑
を
及
ぼ
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
同
処
務
規
程
を
遵
守
し
、
特
に
、
次
に
挙
げ
る
三
点
を

｢

急
速｣
に
処
理
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
た
。
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一
、
毎
日
文
書
課
ヨ
リ
配
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
文
書
ハ
局
長
又
ハ
其
ノ
代
理
者
之
ヲ
点
検
シ
直
ニ
其
ノ
処
分
方
法
ヲ
当
該
課
長
又
ハ
主

任
ニ
指
示
シ
速
ニ
処
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト

一
、
未
決
文
書
ハ
毎
週
土
曜
日
迄
ノ
モ
ノ
ヲ
月
曜
日
午
前
中
左
表
ニ
依
リ
文
書
課
長
ニ
通
報
ス
ル
コ
ト

一
、
課
、
部
、
局
長
ハ
一
週
一
回
未
処
理
文
書
ヲ
検
視
シ
事
務
ノ
進
捗
ヲ
計
ル
コ
ト

(

�)

と
、
配
付
さ
れ
た
文
書
の
点
検
は
局
長
ま
た
は
代
理
者
が
行
い
、
課
長
ま
た
は
主
任
に
処
理
の
指
示
を
与
え
、
毎
週
土
曜
迄
に
未
決
文

書
を
表
に
記
し
て
翌
月
曜
午
前
中
に
文
書
課
長
へ
通
知
し
、
課
・
部
・
局
長
は
一
週
間
に
一
回
未
処
理
文
書
を
検
視
し
事
務
の
進
捗
を

計
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、｢

文
書
課
ヨ
リ
配
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
文
書
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ス
部
、
局
、

課
ニ
於
テ
受
ケ
タ
ル
部
、
局
、
課
長
限
リ
ノ
モ
ノ
モ
本
文
ノ
旨
趣
ニ
準
シ｣

て
取
り
扱
う
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
毎
週
土
曜
日
に
作
成

す
る
表
と
は
、
課
係
別
に
分
け
、
前
週
末
未
処
理
数
と
摘
要
を
記
入
す
る
も
の
で
、
総
務
長
官
へ
報
告
す
る
様
式
と
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
各
州
知
事
お
よ
び
各
庁
長
に
宛
て

貴
管
下
各
官
署
其
ノ
他
一
般
人
民
ヨ
リ
提
出
ス
ル
願
、
届
其
ノ
他
ノ
事
項
ニ
シ
テ
総
督
ニ
対
ス
ル
モ
ノ
ハ
遅
滞
ナ
ク
之
カ
調
査
ヲ

了
シ
速
ニ
意
見
ヲ
附
シ
当
府
ニ
進
達
可
相
成
筈
ニ
有
之
候
処
近
来
往
々
長
時
日
ノ
遅
延
ヲ
来
シ
甚
敷
ニ
至
リ
テ
ハ
受
附
後
月
余
ニ

亘
ル
向
モ
見
受
ケ
ラ
レ
右
ハ
事
務
進
捗
上
遺
憾
不
尠
候
条
今
後
ハ
事
務
ノ
性
質
上
特
別
ノ
調
査
時
日
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ヽ
外
出
来
得

ル
限
リ
速
ニ
進
達
相
成
様
致
度

(

�)

と
、｢

当
府
内
文
書
取
扱
方
ノ
儀
ニ
就
テ
ハ
官
房
各
課
長
並
各
部
、
局
長
宛
別
紙
写
ノ
通
リ
通
牒
致
置
候
条
為
御
参
考
一
部｣

を
送
付
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し
、
同
様
に
、
鉄
道
部
長
、
専
売
局
長
、
中
央
研
究
所
長
、
税
関
長
に
宛
て

｢

当
府
内
官
房
各
課
長
、
各
局
、
部
長
並
ニ
州
知
事
、
庁

長
宛
別
紙
写
ノ
通
リ
通
達
致
候
ニ
付｣

き
、
参
考
と
し
て
一
部
を
送
付
し
て
い
る
。

し
か
し
、
台
湾
総
督
府
で
は
、
文
書
の
処
理
期
限
に
つ
い
て
の
通
牒
は
、
こ
の
大
正
一
三
年
の
処
理
方
が
初
め
て
で
は
な
い
。
台
湾

統
治
初
期
の
明
治
三
一
年
に
、
文
書
処
理
期
限
の
周
知
徹
底
を
行
っ
て
い
た
。
明
治
三
一
年
五
月
一
六
日
の

｢

文
書
処
理
期
限
ノ
儀
ニ

付
訓
令
ノ
件

(

�)｣
で
は
、｢

民
政
局
処
務
細
則
第
二
十
九
条
ノ
明
文
ア
ル
ニ
拘
ラ
ス
常
ニ
処
分
ノ
稽
滞
ニ
陥
ル
ノ
虞｣

が
あ
る
こ
と
か
ら
、

｢

全
局
ノ
事
務
進
行
ヲ
妨
ク
ル
ア
ル
カ
故｣

に
、
ま
ず
、
処
分
を
急
ぐ
も
の
、
上
官
よ
り
処
分
を
指
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
文
書

課
長
よ
り
当
該
課
長
ま
た
は
主
任
官
吏
に
直
接
文
書
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
二
番
目
に
、
主
任
官
吏
は
正
規
の
期
日
内
則
ち
二
日
以

内
に
処
分
案
を
提
議
し
な
い
場
合
に
は
文
書
課
長
が
催
促
の
手
続
を
行
う
が
、
催
促
が
再
三
に
及
ぶ
も
履
行
し
な
い
時
に
は
主
務
局
長

に
申
告
す
る
も
の
と
し
、
三
番
目
に
、
同
一
の
主
任
官
吏
が
申
告
を
受
け
る
こ
と
が
三
回
以
上
に
及
ん
だ
場
合
に
は
、
文
書
課
長
は
当

該
課
長
に
対
し
注
意
を
求
め
る
と
同
時
に
主
務
局
長
に
申
告
す
る
も
の
と
す
る
要
項
を
訓
令
と
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、

民
政
局
処
務
細
則
第
二
九
条

｢

文
書
ハ
主
任
ニ
於
テ
受
ケ
タ
ル
日
ヨ
リ
二
日
以
内
ニ
起
案
シ
其
合
議
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ハ
一
日
以
内
ニ

閲
了
シ
課
長
ヲ
経
テ
局
長
付
書
記
ニ
送
付
ス
ヘ
シ
但
要
急
ノ
文
書
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

(

�)｣

と
い
う
条
項
に
よ
り
、
①
文
書
は
二
日
以
内
に

起
案
す
る
こ
と
、
②
合
議
を
受
け
た
部
署
は
一
日
以
内
に
閲
了
す
る
こ
と
、
③
閲
了
後
は
課
長
を
経
て
局
長
付
書
記
に
送
付
す
る
こ
と
、

④
但
し
、
急
を
要
す
る
文
書
は
此
限
り
で
は
な
い
と
い
う
文
書
処
理
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
規
則
に
従
わ
ず
、

文
書
処
理
を
怠
り
稽
滞
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
状
に
対
し
て
、
文
書
を
滞
留
し
た
と
い
う
責
は
、
各
局
長
に
あ
る

も
の
と
し
た
。

さ
ら
に
、
文
書
処
理
の
問
題
は
、
文
書
の
滞
留
と
い
う
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
要
再
回
の
た
め
に
他
部
署
へ
回
付
さ
れ
た
文
書

や
他
部
署
へ
の
貸
出
文
書
が
返
戻
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
再
三
に
亘
り
催
促
を
行
う
も
文
書
が
戻
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
散
見
さ
れ
た
の
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で
あ
る
。
要
再
回
と
し
て
回
付
し
た
文
書
や
貸
出
文
書
が
文
書
課
に
返
納
さ
れ
な
い
場
合
は
、
文
書
の
編
纂
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
文
書
課
で
は
当
該
年
度
の
編
纂
期
間
内
に
返
納
さ
れ
な
か
っ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
纏

め
て

｢
追
加｣

と
い
う
簿
冊
を
編
綴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
書
課
か
ら
催
促
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
書

課
へ
文
書
を
返
納
す
る
こ
と
な
く
徒
に
部
内
に
留
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
明
治
三
五
年
三
月
一
三
日
に
、｢

文
書
検
閲
及
回
収
規
程
制

定
ノ
件

(

�)｣

を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
三
一
年
お
よ
び
同
三
五
年
に
お
い
て
、
杜
撰
な
文
書
の
取
扱
方
を
改
め
、
徹
底
し
た
文
書
管
理
を
行
う
た
め
の

方
策
を
実
施
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
方
策
は
活
か
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
改
善
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
大
正

一
三
年
四
月
一
日
に
、
府
内
の
各
部
局
、
部
長
並
に
管
下
の
各
官
庁
に
対
し
て
、｢

文
書
処
理
ニ
関
ス
ル
件｣

を
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

大
正
一
三
年
の
閣
議
決
定
に
よ
る
台
湾
総
督
府
へ
の
事
務
の
簡
捷
と
能
率
の
増
進
に
関
す
る
通
達
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
内
閣
総

理
大
臣
に
、｢

最
モ
適
切
ナ
ル
モ
ノ｣
と
し
て
、
台
湾
総
督
府
の
文
書
処
理
方
法
、
面
会
時
間
お
よ
び
文
書
の
用
紙
及
記
載
方
法
を
報

告
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
事
務
簡
捷
を
期
す
る
た
め
の
会
議
を
開
催
し
、
二
年
後
の
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
に
、
官
文
第
一
一
二

〇
号
を
発
し
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
数
々
の
事
務
簡
捷
の
た
め
の
改
正
を
行
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、｢

文
書
処
理
ニ
関
ス
ル
件｣

と

し
て
早
急
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
処
理
方
を
提
示
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
繰
り
返
す

が
、
配
付
さ
れ
た
文
書
の
点
検
は
局
長
ま
た
は
代
理
者
が
行
う
こ
と
、
課
長
ま
た
は
主
任
に
処
理
の
指
示
を
与
え
、
毎
週
土
曜
迄
に
未

決
文
書
を
表
に
記
し
て
翌
月
曜
午
前
中
に
文
書
課
長
へ
通
知
す
る
こ
と
、
課
・
部
・
局
長
は
一
週
間
に
一
回
未
処
理
文
書
を
検
視
し
事

務
の
進
捗
を
計
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
文
書
課
の
配
付
文
書
だ
け
で
な
く
部
、
局
、
課
が
収
受
し
た
部
、
局
、
課
長
限
り
の
文
書

も
同
様
に
取
り
扱
う
よ
う
に
求
め
て
、
前
週
末
未
処
理
数
と
摘
要
を
記
入
し
た
表
を
総
務
長
官
へ
報
告
す
る
こ
と
を
定
め
た
が
、
そ
れ

で
も
事
務
は
停
滞
し
た
こ
と
か
ら
、
さ
ら
な
る
施
策
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
次
の
施
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策
と
し
て
決
議
さ
れ
た
の
が
、
官
文
第
一
一
二
〇
号
の

｢

事
務
委
任
事
項
改
正
ノ
件

(

�)｣

で
あ
る
。

三
、
大
正
一
五
年
に
お
け
る
事
務
委
任
事
項
の
改
正

最
後
に
、
事
務
の
停
滞
へ
の
施
策
と
し
た
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
事
務
委
任
事
項
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
こ
の
事
務
委
任
事
項

(

官
文
第
一
一
二
〇
号)

の
立
案
は
大
正
一
四
年
一
二
月
一
〇
日
で
あ
る
。
官
文
第
一
〇
八
号
に
お
い
て
事
務
の
簡
捷
及
び
能
率
の
増

進
を
達
成
す
る
た
め
の
文
書
処
理
方
を
通
達
し
た
も
の
の
、
一
年
経
て
も
事
務
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ

る
必
要
が
あ
っ
た
。
官
文
第
一
一
二
〇
号
の
決
議
文
書
の
欄
外
を
見
る
と
、｢

事
務
改
善
関
係
ノ
一
号｣

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
文

書
が
起
点
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
て
、
こ
の
文
書
に
は
、
第
一
号
か
ら
第
八
号

(

第
七
号
は
綴
ら
れ
て
い
な
い)

ま
で
の
文
書

が
纏
め
て
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
纏
め
ら
れ
た
文
書
か
ら
は
、
事
務
改
善
の
た
め
に
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
八
つ
の
施
策
案
が

立
案
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
施
策
は
、
大
正
一
四
年
一
二
月
一
〇
日
に
立
案
さ
れ
、
翌
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
に
決
裁
さ
れ
て
、

二
〇
日
に
発
送
さ
れ
て
い
る
。
決
議
ま
で
に
約
一
〇
ヶ
月
も
の
日
時
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
〇
ヶ
月
も
の
期
間
を
要
し
た
こ
の
事
務
委
任
事
項
は
、
制
定
さ
れ
た
明
治
三
四
年
以
来
、
見
直
し
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
諸
官
制
お
よ
び
各
事
務
分
掌
規
程
の
改
正
は
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
都
度
、
委
任
事
項
に
つ
い
て
は
口
頭
ま
た
は
文
書

を
以
て
承
認
と
い
う
形
で
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
条
項
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
行
っ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
際
こ
れ
ら
を
整
理
し
、
特
に
文
書
課
に
お
い
て
適
当
と
認
め
る
一
部
の
事
項
を
加
え
て
、
新
た
に
総
督
府
事
務

委
任
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、｢

大
正
十
五
年
十
月
十
六
日
当
府
事
務
委
任
事
項
改
正
ニ
関
ス
ル

(

府
議
決
定
府

報
第
三
、
九
二
四
号
官
庁
事
項
欄
登
載
ノ
通)

相
成
候
条
御
了
知
ノ
上
御
部
下
一
般
ニ
周
知
徹
底
方
御
取
計
可
相
成

(

�)｣

と
し
て
、
大
正

一
五
年
一
〇
月
一
六
日
に
府
議
決
定
さ
れ
、
府
報
第
三
九
二
四
号
の
官
庁
事
項
欄
に
登
載
さ
れ
る
こ
と
で
周
知
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
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た
。
ま
た
、
こ
の
委
任
事
項
が
改
正
さ
れ
る
と
と
も
に
、
本
事
項
に
関
係
の
あ
る
諸
規
程
の
改
廃
ま
た
は
通
達
、
通
牒
を
行
う
場
合
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
遅
滞
な
く
文
書
課
長
に
通
報
す
る
よ
う
申
し
添
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
官
文
第
一
一
二
〇
号
に
は
、｢

台
湾
総
督
府
事
務
委
任
事
項(

大
正
一
五
年
十
月
二
十
日
府
議
決
定

官
文
第
一
、
一
二
〇
号)｣

に
赤
ペ
ン
で
修
正
を
入
れ
た
第
一
条
か
ら
第
一
七
条
ま
で
の
三
五
枚
の
修
正
案
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、
括
弧
内
の
日
時
は
、

｢

大
正
一
四
年
十
二
月
二
十
日｣

と
立
案
日
の
一
〇
日
後
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
時
間
の
か
か
る
案
件
で
は
な
い
と
考
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
赤
ペ
ン
に
て
修
正
が
加
え
ら
れ
た
委
任
事
項
と
、
さ
ら
に
参
考
と
し
て
添
付
さ
れ
た

｢

参
考

事
務
改

善
ニ
関
ス
ル
部
局
長
会
議
可
決
事
項
中

文
書
課
ニ
於
テ
立
案
処
置
ス
ヘ
キ
事
項｣

の
一
七
枚
と
、｢

参
考

現
行
委
任
事
項

一
、

規
定
ニ
依
ル
委
任

二
、
伺
ニ
依
ル
委
任｣

の
一
二
枚
を
見
る
と
、
か
な
り
慎
重
に
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。｢

文
書
課
ニ

於
テ
立
案
処
置
ス
ヘ
キ
事
項｣

に
は
、
番
号
・
通
計
番
号
・
提
案
局
・
提
案
事
項
・
決
定
・
立
案
局
に
分
け
て
、
一
件
一
件
の
事
項
に

可
決
ま
た
は
修
正
案
な
ど
が
赤
ペ
ン
に
て
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、｢

現
行
委
任
事
項｣

に
は
、
委
任
事
項
の
改
廃
、
改
正
後
の
条
項
番

号
の
修
正
等
を
一
点
一
点
確
認
し
て
記
し
て
い
る
。

こ
の
参
考
と
し
て
綴
ら
れ
た

｢

事
務
改
善
ニ
関
ス
ル
部
局
長
会
議
可
決
事
項
中｣

の

｢

文
書
課
ニ
於
テ
立
案
処
置
ス
ヘ
キ
事
項｣

に

は
、
会
計
課
・
財
務
局
・
内
務
局
・
警
務
局
・
殖
産
局
・
審
議
室
か
ら
の
意
見
、
そ
し
て
、
台
北
州
・
高
雄
州
・
花
蓮
港
庁
か
ら
の
要

望
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
筆
す
べ
き
案
件
の
み
取
り
上
げ
る
が
、
ま
ず
、
内
務
局
か
ら
は
、｢

一
事
件
ニ
シ
テ
数
個
ノ
法

規
ニ
依
リ
個
々
ノ
許
可
又
ハ
認
可
ヲ
要
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
可
及
的
吸
収
主
義
ヲ
採
リ
一
指
令
ヲ
以
テ
処
理
ス
ル
コ
ト

(

取
扱
手
続
ノ
制
定

ヲ
要
ス)｣

と
の
提
案
が
な
さ
れ
可
決
さ
れ
る
。
こ
の
括
弧
内
の
取
扱
手
続
に
つ
い
て
は
講
究
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
赤
字
で

｢

処
理

方
法
講
究
中｣

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
警
務
局
か
ら
は
、｢

局
長
委
任
事
項
ノ
範
囲
ニ
属
ス
ル
文
書
ハ
総
テ
文
書
課
ニ
関
係
ナ
ク
局

限
リ
処
理
ス
ル
コ
ト｣

が
提
案
さ
れ
た
が
、｢

総
督
、
長
官
名
ヲ
以
テ
発
送
ス
ル
文
書
ハ
主
管
局
ニ
於
テ
浄
書
ノ
上
文
書
ニ
テ
発
送
ス
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ル
コ
ト｣

と
し
て
、
総
督
お
よ
び
長
官
名
に
て
発
送
す
る
文
書
の
処
理
方
に
つ
い
て
は
、
主
管
局
に
お
い
て
浄
書
す
る
こ
と
が
決
定
欄

に
記
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
①

｢

処
理
上
定
例
ア
ル
モ
ノ
又
、
事
態
軽
易
ナ
ル
モ
ノ
ハ
或
ハ
例
文
ヲ
用
ヒ
又
ハ
欄
外
ニ
処
分
案
ヲ
具
シ
若

ハ
複
写
紙
起
案
符
箋
処
理
ノ
方
法
ヲ
認
メ
其
ノ
他
簡
単
ナ
ル
照
会
ニ
対
ス
ル
回
答
ハ
必
ス
シ
モ
別
紙
ト
ナ
サ
ス
当
該
文
書
ノ
余
白
又
ハ

欄
外
ニ
記
入
回
答
ヲ
ナ
ス
等
徹
底
的
ニ
其
ノ
取
扱
方
法
ヲ
簡
単
ニ
ス
ル
コ
ト｣

、
②

｢

府
内
局
課
ニ
シ
テ
内
容
ノ
同
一
ナ
ル
報
告
或
ハ

諸
表
ヲ
州
、
庁
ヨ
リ
徴
収
ス
ル
モ
ノ
尠
カ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
調
査
ノ
上
差
支
ナ
キ
限
リ
之
ヲ
一
報
告
又
ハ
一
表
ニ
取
纏
ノ
処
理
ス
ル
コ
ト｣

と
す
る
警
務
局
よ
り
の
提
案
事
項
が
可
決
さ
れ
た
。
ま
た
、｢

事
務
簡
捷
ヲ
期
シ
兼
テ
地
方
警
察
事
務
ノ
敏
速
ナ
ル
処
理
ヲ
企
画｣

し

て
い
た
警
務
局
は
、
局
長
事
務
委
任
の
範
囲
を
拡
張
す
る
た
め
に
、｢

一
定
例
ア
ル
諸
報
告
ニ
関
ス
ル
事
項｣

と

｢

二
巡
査
及
警
手
ノ

定
員
配
置｣

を
提
案
し
、
一
は
可
決
さ
れ
、
二
は
総
務
長
官
委
任
と
な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
に
、
台
北
州
と
高
雄
州
お
よ
び
花
蓮
港
庁
か
ら
は
、｢

知
事
ノ
権
限
ニ
関
ス
ル
件｣

と
し
て

｢

法
令
上
知
事
ノ
権
限
ニ
属

ス
ル
事
項
ヲ
内
訓
又
、
通
達
等
ニ
依
リ
拘
束
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ

此
等
ノ
撤
廃
ヲ
望
ム｣

と
い
っ
た
要
望
が
出
さ
れ
、｢

此
精
神

ヲ
以
テ
可
成
知
事
ノ
権
限
ヲ
拡
張
ス
ル
コ
ト｣
と
し
て
可
決
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
口
頭
に
よ
る
取
決
め
と
随
時
行
わ
れ
て
き
た
一
部

改
正
に
よ
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
委
任
事
項
を
根
本
的
に
見
直
し
、
改
め
て
す
べ
て
の
条
項
を
整
理
し
、
文
書
課

に
よ
る
追
加
案
を
含
め
て
改
正
案
を
作
成
し
た
た
め
、
立
案
か
ら
決
裁
ま
で
に
約
八
ヶ
月
を
要
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
明
治
三
四
年
以
降
初
め
て
事
務
委
任
事
項
の
全
て
を
見
直
す
こ
と
に
な
る
が
、
明
治
三
四
年
の
事
務
委
任
事
項

(

�)

と
は
、
①
第
一
条
と
し
て
、
台
湾
総
督
又
は
台
湾
総
督
府
の
名
を
以
て
民
政
長
官
限
り
施
行
す
る
こ
と
、
②
第
二
条
と
し
て
、
台
湾
総

督
又
は
台
湾
総
督
府
の
名
を
以
て
官
房
各
課
長
、
警
察
本
署
長
又
は
各
局
長
限
り
施
行
す
る
こ
と
、
③
第
三
条
と
し
て
、
民
政
長
官
又

は
民
政
部
の
名
を
以
て
官
房
各
課
長
、
警
察
本
署
長
又
は
各
局
長
限
り
施
行
す
る
こ
と
、
④
第
四
条
と
し
て
、
官
房
各
課
長
警
察
本
署

長
又
は
各
局
長
限
り
其
名
を
以
て
之
を
施
行
す
る
こ
と
、
⑤
第
五
条
と
し
て
、
第
一
条
第
二
条
の
文
書
は
総
督
の
決
裁
を
、
第
三
条
の
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文
書
は
民
政
長
官
の
決
裁
を
受
け
る
体
裁
を
用
い
総
督
又
は
民
政
長
官
の
官
名
の
下
に

｢

委
任｣

の
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
、
⑥
第
六

条
と
し
て
、
委
任
の
範
囲
内
に
属
す
る
事
項
と
雖
も
事
疑
義
に
渉
り
又
は
先
例
な
き
も
の
は
特
に
決
裁
を
経
る
こ
と
、
⑦
第
七
条
と
し

て
、
委
任
範
囲
内
に
属
す
る
事
項
に
し
て
官
房
各
課
、
警
察
本
署
長
又
は
各
局
に
聯
渉
す
る
も
の
は
民
政
部
処
務
規
程

(

�)

第
九
条
に
依
り

必
ず
関
係
各
部
局
長
に
合
議
す
る
こ
と
、
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
第
一
条
か
ら
第
七
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
事
務
委
任
事
項
は
、
台
湾
総
督
府
の
組
織
機
構
に
則
し
て
、
大
正
一
五
年
に

定
め
ら
れ
た

｢

台
湾
総
督
府
事
務
委
任
事
項

(

�)｣

に
よ
り
、
条
項
が
増
加
さ
れ
て
一
七
の
条
項
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
内
容

は
、
①
総
務
長
官
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
一
条)

、
②
官
房
各
課
長
又
は
各
局
長
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
二
条)

、
③
官
房
秘
書
課

長
限
り
施
行
す
る
も
の

(
第
三
条)

、
④
官
房
文
書
課
長
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
四
条)

、
⑤
官
房
法
務
課
長
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
五
条)

、
⑥
官
房
会
計
課
長
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
六
条)

、
⑦
官
房
調
査
課
長
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
七
条)

、
⑧
内
務
局
長

限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
八
条)

、
⑨
文
教
局
長
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
九
条)

、
⑩
財
務
局
長
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
一
〇
条)

、

⑪
殖
産
局
長
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
一
一
条)
、
⑫
警
務
局
長
限
り
施
行
す
る
も
の

(

第
一
二
条)

、
⑬
前
各
条
に
該
当
す
る
事
項
と

雖
も
文
書
課
長
に
お
い
て
特
に
総
督
、
長
官
の
裁
決
を
仰
ぐ
必
要
あ
り
と
認
め
る
も
の
は
そ
の
手
続
を
為
す
こ
と

(

第
一
三
条)

、
⑭

第
一
条
か
ら
第
一
二
条
の
文
書
に
し
て
総
督
又
は
総
督
府
の
名
を
用
い
る
も
の
は
総
督
の
決
裁
を
受
け
る
体
式
を
採
り
、
総
務
長
官
の

名
を
用
い
る
も
の
に
し
て
依
命
若
し
く
は
伺
い
を
経
て
処
理
す
る
文
書
は
総
督
の
決
裁
を
、
そ
う
で
な
い
文
書
は
総
務
長
官
の
決
裁
を

受
け
る
体
式
を
採
る
こ
と

(

第
一
四
条)

、
⑮
前
条
に
依
り
、
総
督
の
決
裁
を
受
け
る
体
式
を
採
る
文
書
は
総
督
若
し
く
は
総
督
及
び

総
務
長
官
の
官
名
の
下
に
、
総
務
長
官
の
決
裁
を
受
け
る
体
式
を
採
る
文
書
は
総
務
長
官
の
官
名
の
下
に
、
各

｢

委
任｣

の
文
字
を
記

入
す
る
こ
と

(

第
一
五
条)

、
⑯
委
任
の
範
囲
に
属
す
る
事
項
と
雖
も
其
の
内
容
が
他
局
課
に
関
渉
す
る
も
の
は
総
督
府
処
務
規
程

(

�)

第

九
条
に
依
り
関
係
各
局
課
長
に
合
議
す
る
こ
と

(

第
一
六
条)

、
⑰
委
任
の
範
囲
に
属
す
る
事
項
と
雖
も
関
係
局
課
意
見
を
異
に
す
る
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も
の
の
事
疑
義
に
渉
る
も
の
、
先
例
な
き
も
の
又
は
重
要
な
る
も
の
、
其
の
他
必
要
あ
り
と
認
め
る
事
項
は
特
に
決
裁
を
経
る
こ
と

(
第
一
七
条)

、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

明
治
三
四
年
の
委
任
事
項
で
は
、
民
政
長
官
限
り
施
行
す
る
も
の
と
官
房
各
課
長
、
警
察
本
署
長
又
は
各
局
長
限
り
施
行
す
る
も
の

に
分
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
官
房
各
課
長
や
各
局
長
と
い
っ
た
よ
う
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
大
正
一
五
年
に
改
定
さ
れ

た
委
任
事
項
で
は
、
官
房
各
課
長
又
は
各
局
長
限
り
施
行
す
る
も
の
と
い
う
条
項
が
あ
る
も
の
の
、
総
務
長
官
限
り
の
も
の
、
官
房
秘

書
課
長
限
り
の
も
の
、
官
房
文
書
課
長
限
り
の
も
の
、
官
房
法
務
課
長
限
り
の
も
の
、
官
房
会
計
課
長
限
り
の
も
の
、
官
房
調
査
課
長

限
り
の
も
の
、
内
務
局
長
限
り
の
も
の
、
文
教
局
長
限
り
の
も
の
、
財
務
局
長
限
り
の
も
の
、
殖
産
局
長
限
り
の
も
の
、
警
務
局
長
限

り
施
行
す
る
も
の
と
各
官
房
課
長
お
よ
び
各
局
長
に
限
定
し
た
委
任
事
項
を
明
文
化
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
三
四
年
の
委

任
事
項
に
お
い
て
、
委
任
の
範
囲
内
に
属
す
る
事
項
と
雖
も
事
疑
義
に
渉
り
又
は
先
例
な
き
も
の
は
特
に
決
裁
を
経
る
と
い
っ
た
よ
う

に
、
大
正
一
五
年
の
委
任
事
項
で
も
、
事
疑
義
に
渉
る
も
の
と
先
例
な
き
も
の
に
つ
い
て
は
委
任
の
範
囲
以
内
で
あ
っ
て
も
決
裁
を
経

る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
明
治
三
四
年
の
委
任
事
項
に
お
い
て
、
官
房
各
課
、
警
察
本
署
長
又
は
各
局
に
聯
渉
す
る
も
の
は
、
委
任
の
範
囲
内
で
あ
っ

て
も
民
政
部
処
務
規
程
第
九
条
に
依
り
必
ず
関
係
各
部
局
長
に
合
議
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
大
正
一
五
年
の
委
任
事

項
で
も
、
内
容
が
各
局
課
に
聯
渉
す
る
も
の
は
、
総
督
府
処
務
規
程
第
九
条
に
依
り
関
係
各
局
課
長
に
合
議
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

お
り
、
疑
義
あ
る
も
の
と
先
例
な
き
も
の
の
み
な
ら
ず
、
重
要
な
る
も
の
、
関
係
局
課
意
見
を
異
に
す
る
も
の
、
其
の
他
に
必
要
あ
り

と
認
め
る
事
項
は
委
任
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
特
に
決
裁
を
経
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
総
督
府
処
務

規
程
第
九
条
は
、
明
治
三
四
年
に
制
定
さ
れ
た
台
湾
総
督
府
民
政
部
の
処
務
規
程
が
台
湾
総
督
府
の
処
務
規
程
と
し
て
改
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、｢

事
ノ
各
部
局
ニ
聯
渉
ス
ル
モ
ノ
ハ
主
務
部
局
ニ
於
テ
処
分
案
ヲ
起
草
シ
関
渉
各
部
局
長
ニ
合
議
ス
ヘ
シ
若
シ
彼
是
意
見
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ヲ
異
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
面
議
商
量
シ
尚
決
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
総
督
又
ハ
民
政
長
官
ニ
面
陳
シ
テ
決
議
ヲ
請
フ
ヘ
シ

(

�)｣

と
あ
り
、
加
え
て
、

明
治
三
四
年
の
委
任
事
項
に
も
定
め
ら
れ
て
い
た
体
式
を
整
え
る
た
め
の

｢

委
任｣

と
い
う
文
字
が
官
名
の
下
に
記
入
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
三
四
年
以
来
の
事
務
委
任
事
項
が
大
正
一
五
年
に
改
正
さ
れ
、
各
部
局
長
へ
の
委
任
事
項

が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
務
が
効
率
的
に
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

官
文
第
一
一
二
〇
号
の

｢

事
務
委
任
事
項
改
正
ノ
件｣

に
戻
る
が
、
当
該
文
書
が
綴
ら
れ
た
簿
冊
番
号
〇
三
八
八
四
の
第
一
文
書
に

は
、
委
任
事
項
改
正
の
文
書
だ
け
で
な
く
、
次
の
九
件
の
規
程
が
順
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

１.

事
務
改
善
関
係
一
号

官
文
第
一
一
二
〇
号

｢

事
務
委
任
事
項
改
正
ノ
件｣

２.

文
第
一
九
三
号

｢

文
書
課
経
由
文
書
ニ
シ
テ
局
課
限
リ
処
理
サ
レ
シ
場
合
通
報
ノ
件｣

３.

事
務
改
善
関
係
三
号

官
文
第
一
一
二
二
号

｢

局
課
長
委
任
事
項
文
書
ヲ
件
名
簿
ニ
登
載
ノ
件｣

４.

官
文
第
九
五
〇
号

｢

事
務
委
任
事
項
実
施
期
日
ニ
関
ス
ル
件｣

５.

事
務
改
善
関
係
五
号

官
文
第
一
一
二
七
号

｢

事
務
改
善
ニ
関
ス
ル
府
議
決
定
ノ
件｣

６.

事
務
改
善
関
係
六
号

官
文
第
一
一
二
六
号

｢
軽
易
ナ
ル
文
書
ノ
処
理
方
ニ
関
ス
ル
件｣

７.

事
務
改
善
関
係
四
号

官
文
第
一
一
二
四
号

｢

要
合
議
文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件｣

８.

事
務
改
善
関
係
二
号

官
文
第
一
一
二
一
号

｢

文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件｣

９.

事
務
改
善
関
係
八
号

官
文
第
一
一
二
三
号

｢

知
事
、
庁
長
ノ
権
限
ヲ
拡
張
ス
ル
件｣

こ
こ
で
は
、
こ
の
九
件
の
文
書
に
つ
い
て
、
詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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【
史
料
１
】

番
号：

官
文
第
一
一
二
〇
号
、
文
第
一
九
一
号

立
案：

大
正
一
四
年
一
二
月
一
〇
日

決
裁：
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日

発
送：
大
正
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日

件
名：

｢

事
務
委
任
事
項
改
正
ノ
件｣

欄
外：

｢

事
務
改
善
関
係
ノ
一
号｣

[

文
書
課
長
検
印]

(

文
書
課

4.
5.
29

収
受
記
帳

記
録
掛)

[

永
年
・
二
門
二
類
七
号]

内
容：

曩
ニ
事
務
改
善
ニ
関
ス
ル
会
議
ニ
於
テ
当
府
従
来
事
務
委
任
事
項
ニ
対
シ
改
正
又
ハ
追
加
決
議
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
多
数
有

之
候
処
現
行
委
任
事
項
ハ
遠
ク
明
治
三
十
四
年
ノ
御
決
定
ニ
依
リ
爾
来
幾
回
ノ
官
制
改
正
或
ハ
事
務
分
掌
規
程
ノ
改
正
等

ニ
依
リ
内
容
ノ
改
廃
ヲ
要
ス
ル
個
所
頗
ル
多
数
有
之
候
ニ
付
テ
ハ
此
際
是
レ
ヲ
整
理
ス
ル
ト
共
ニ
従
来
口
頭
又
ハ
文
書
ヲ

以
テ
随
時
御
承
認
ヲ
経
委
任
ト
シ
テ
取
扱
ヒ
来
レ
ル
事
項
及
前
記
会
議
ノ
結
果
御
決
議
相
成
タ
ル
事
項
並
特
ニ
文
書
課
ニ

於
テ
適
当
ト
認
メ
タ
ル
一
部
事
項
ヲ
加
へ
以
上
四
者
ヲ
統
一
整
理
シ
新
ニ
総
督
府
事
務
委
任
事
項
左
記
上
欄
ノ
通
御
決
定

相
成
御
決
裁
ノ
上
ハ
府
報
彙
報
官
庁
事
項
欄
ニ
登
載
ノ
上
関
係
局
課
ニ
通
牒
相
成
可
然
哉
仰
高
裁

案

年
十
月
十
六
日

総
務
長
官
名

官
房
各
課
各
局
長
宛
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大
正
十
五
年
十
月
十
六
日
当
府
事
務
委
任
事
項
改
正
ニ
関
ス
ル

(

府
議
決
定
府
報
第
三
、
九
二
四
号
官
庁
事
項
欄
登
載
ノ

通)

相
成
候
条
御
了
知
ノ
上
御
部
下
一
般
ニ
周
知
徹
底
方
御
取
計
可
相
成
右
通
牒
ス

追
テ
将
来
本
委
任
事
項
ニ
関
係
ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
規
定
ノ
改
廃
又
ハ
通
達
、
通
牒
等
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ハ
遅
滞
ナ
ク
其
ノ
日

文
書
課
長
宛
通
報
相
成
度
申
添
候
也

符
箋：
本
件
ハ
大
正
十
四
年
十
二
月
ノ
立
案
ナ
ル
ガ
下
村
前
文
書
課
長
殿
ハ
病
気
等
ニ
テ
進
行
セ
ラ
レ
ズ
一
切
其
儘
十
五
年
十
月

迄
遅
延
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
件
名
簿
依
然
十
四
年
十
二
月
官
文
第
一
一
二
〇
号
ノ
番
号
ヲ
用
ヒ
タ
ル
モ
一
切
事
実
ハ
翌
十

五
年
十
月
ニ
至
リ
事
実
ノ
進
行
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

総
務
長
官
閣
下
諸
通
牒
其
他
凡
テ
十
五
年
十
月
ニ
施
行
シ
タ
リ

二
年
四
月
二
日

事
務
委
任
事
項
改
正
に
関
す
る
諸
規
程
に
お
い
て
、
大
正
一
四
年
一
〇
月
に
立
案
さ
れ
て
か
ら
一
〇
ヶ
月
を
経
て
か
ら
決
議
さ
れ
た

理
由
が
、
こ
の
符
箋
に
書
か
れ
た
理
由
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
府
議
決
定
か
ら
一
〇
ヶ
月
を
費
や
し
た
の
は
、
第
一

節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
委
任
事
項
の
改
廃
に
お
い
て
条
項
番
号
の
修
正
等
を
一
点
一
点
確
認
し
、
そ
れ
ま
で
の
委
任
事
項
を
根

本
的
に
見
直
す
た
め
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
符
箋
に
よ
る
と
、
文
書
課
の
下
村
充
郎
文
書
課
長
が

病
気
等
に
て
審
議
が
進
行
し
な
い
ま
ま
に
大
正
一
五
年
一
〇
月
ま
で
遅
延
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
本
文
書
の
府
番
号
は
敢
え
て
大
正
一

四
年
一
二
月
の
官
文
第
一
一
二
〇
号
を
用
い
る
こ
と
、
一
〇
月
に
は
施
行
す
る
と
い
う
重
要
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
決

裁
が
遅
れ
た
理
由
は
、
下
村
文
書
課
長
の
病
気
が
原
因
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
文
書
課
長
の
代
理
を
置
く
な
ど
の
対

策
を
講
じ
、
下
村
は
病
気
療
養
の
た
め
の
休
暇
を
取
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
文
書
が
な
い
。
下
村
は
、
大

正
一
五
年
七
月
六
日
に
総
督
官
房
秘
書
課
長
に
命
ぜ
ら
れ
た

(

�)

後
に
、
同
年
八
月
五
日
付
で
岡
山
県
書
記
官
に
転
任
し
、
同
月
一
三
日
に
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台
湾
総
督
府
事
務
官
兼
秘
書
官
在
職
中
事
務
格
別
勉
励
に
付
き
金
五
百
円
を
賞
与
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
台
湾
総
督
府
で
は
、
同
日
に
台
湾
総

督
府
事
務
官
鼓
包
美
が
文
書
課
長
を
兼
務

(

�)

し
て
お
り
、
同
年
一
〇
月
一
三
日
に
鼓
は
兼
務
を
免
ぜ
ら
れ

(

�)

、
台
湾
総
督
府
事
務
官
の
生
駒

高
常
が
文
書
課
長
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
そ
の
後
、
昭
和
二
年
五
月
一
七
日
に
岡
山
県
内
務
部
長
の
下
村
は
、
鹿
児
島
県
内
務
部
長
に

任
ぜ
ら
れ
た

(
�)

が
、
同
四
年
一
月
二
九
日
に
は

｢

病
気
久
シ
キ
ニ
亘
リ
静
養
ヲ
要
ス
ル

(

�)｣

た
め
に
、
文
官
分
限
令
第
一
一
条
第
一
項
第
四

号
に
よ
り
休
職
し
て
い
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
病
気
が
長
引
い
た
場
合
に
は
静
養
す
る
た
め
に
文
官
分
限
令
に
よ
り
休
職
す
る
旨
の
稟
議

が
行
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
台
湾
総
督
府
で
の
在
職
中
に
一
〇
ヶ
月
も
の
間
決
裁
が
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
休
職

手
続
を
行
っ
て
い
な
い
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
後
の
鹿
児
島
に
お
け
る
下
村
の
病
状
は
変
わ
ら
ず
、
同
月
三
一
日
の
東
京
朝
日
新

聞
の

｢

地
方
官
異
動
発
表｣
の
記
事
に
は
、｢

下
村
鹿
児
島
県
内
務
部
長
は
数
ケ
月
前
か
ら
病
気
の
た
め
そ
の
職
に
あ
る
こ
と
が
出
来

な
か
つ
た
の
で
や
む
を
得
ず
休
職
に
し
た

(

�)｣

と
あ
る
。
こ
の
休
職
の
記
事
か
ら
見
る
と
、
台
湾
総
督
府
在
職
中
の
際
に
も
休
職
の
手
続

を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
休
職
手
続
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
一
〇
ヶ
月
の
遅
延
は
文

書
課
長
の
病
気
の
た
め
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
こ
の
符
箋
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
。

次
に
、【
史
料
２
】
か
ら
【
史
料
９
】
ま
で
の
文
書
を
見
て
い
く
が
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
立
案
日
と
決
裁
日
を
見
る
と
、【
史

料
２
】
の
文
書
課
経
由
の
文
書
に
し
て
局
課
限
り
処
理
さ
れ
た
場
合
の
通
報
に
関
す
る
件
は
、
文
第
一
九
三
号
ノ
一
と
あ
り
、【
史
料

３
】
の
文
第
一
九
三
号
の
枝
番
で
あ
る
こ
と
か
ら
関
連
の
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
案
件
は
、
文
書
課
長
の
閲
了
で
も
っ
て
立

案
日
に
決
裁
を
終
え
て
お
り
、【
史
料
４
】
の
事
務
委
任
事
項
の
実
施
期
日
に
関
す
る
案
件
は
、
立
案
し
た
そ
の
日
に
総
督
の
委
任
決

裁
で
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
点
の
文
書
の
み
立
案
日
当
日
に
決
裁
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
点
以
外
は
、
欄
外

に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、｢

事
務
改
善
関
係｣

に
関
わ
る
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
関
係
文
書
と
し
て
処
理
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
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【
史
料
２
】

番
号：

文
第
一
九
三
ノ
一
号

立
案：

大
正
一
五
年
一
一
月
一
日

決
裁：
大
正
一
五
年
一
一
月
一
日

(

文
書
課
長
閲
了)

発
送：
大
正
一
五
年
一
一
月
一
日

件
名：

｢

文
書
課
経
由
文
書
ニ
シ
テ
局
課
限
リ
処
理
サ
レ
シ
場
合
ノ
通
報
ノ
件｣

【
史
料
３
】

番
号：

官
文
第
一
一
二
二
号
・
文
第
一
九
三
号

立
案：

大
正
一
四
年
一
二
月

決
裁：

大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日

発
送：

大
正
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日

件
名：

｢

局
課
長
委
任
事
項
文
書
ヲ
件
名
簿
ニ
登
載
ノ
件｣

欄
外：

｢

事
務
改
善
関
係
三
号｣

[

文
書
課
長
検
印]

【
史
料
４
】

番
号：

官
文
第
九
五
〇
号

立
案：

大
正
一
五
年
一
〇
月
二
一
日

決
裁：

大
正
一
五
年
一
〇
月
二
一
日

発
送：

大
正
一
五
年
一
〇
月
二
一
日
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件
名：

｢

事
務
委
任
事
項
実
施
期
日
ニ
関
ス
ル
件｣

【
史
料
５
】

番
号：

官
文
第
一
一
二
七
号
・
文
第
一
九
八
号

立
案：
大
正
一
四
年
一
二
月

決
裁：
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日

発
送：

大
正
一
〇
月
二
〇
日

件
名：

｢

事
務
改
善
ニ
関
ス
ル
府
議
決
定
ノ
件｣

欄
外：

｢

事
務
改
善
関
係
ノ
五
号｣

[

文
書
課
長
検
印]

【
史
料
６
】

番
号：

官
文
第
一
一
二
六
号
・
文
第
一
九
七
号

立
案：

大
正
一
四
年
一
二
月

決
裁：

大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日

発
送：

大
正
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日

件
名：

｢

軽
易
ナ
ル
文
書
ノ
処
理
方
ニ
関
ス
ル
件｣

欄
外：
｢

事
務
改
善
関
係
ノ
六
号｣

[

文
書
課
長
検
印]

【
史
料
７
】

番
号：

官
文
第
一
一
二
四
号
・
文
第
一
九
五
号

立
案：

大
正
一
四
年
一
二
月
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決
裁：

大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日

発
送：

大
正
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日

件
名：

｢

要
合
議
文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件｣

欄
外：

｢
事
務
改
善
関
係
ノ
四
号｣

[

文
書
課
長
検
印]

【
史
料
８
】

番
号：

官
文
第
一
一
二
一
号
・
文
第
一
九
二
号

立
案：

大
正
一
四
年
一
二
月

決
裁：

大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日

発
送：

大
正
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日

件
名：

｢

文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件｣

欄
外：

｢

事
務
改
善
関
係
ノ
二
号｣

[
文
書
課
長
検
印]

【
史
料
９
】

番
号：

官
文
第
一
一
二
三
号

立
案：

大
正
一
四
年
一
二
月

決
裁：

大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日

発
送：

大
正
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日

件
名：

｢

知
事
、
庁
長
ノ
権
限
拡
張
ニ
関
ス
ル
件｣

欄
外：

｢

事
務
改
善
関
係
ノ
八
号｣

[

文
書
課
長
検
印]
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こ
の
よ
う
に
、【
史
料
２
】
と
【
史
料
４
】
の
文
書
以
外
は
全
て
大
正
一
四
年
一
二
月
に
立
案
さ
れ
、
一
〇
ヶ
月
を
経
た
翌
年
一
〇

月
一
六
日
に
決
裁
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。【
史
料
２
】
は
、
文
書
課
の
件
名
簿
に
登
載
配
付
し
た
文
書
に
つ
い
て
、
局
課
限
り
処
理
し

た
る
も
の
は
、
別
表
に
よ
り
通
報
す
る
こ
と
と
、
府
番
号
が
無
く
と
も
収
受
ス
タ
ン
プ
の
あ
る
も
の
は
補
助
簿
に
よ
る
も
の
と
し
て
別

表
余
白
に
追
記
す
る
こ
と
が
通
知
さ
れ
た
。
こ
の
別
表
に
つ
い
て
は
、【
史
料
３
】
の

｢

局
課
長
委
任
事
項
文
書
ヲ
件
名
簿
ニ
登
載
ノ

件｣

に
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
案
件
は
、｢

事
務
改
善
ニ
関
ス
ル
会
議
ノ
結
果
局
課
長
委
任
ノ
範
囲
ニ
属
ス
ル
事
項
ノ
文
書
ハ
大
正
十

五
年
十
一
月
一
日
以
降
文
書
課
ヲ
経
由
シ
主
管
局
限
リ
之
ヲ
処
理
ス
ル
コ
ト
ニ
府
議
決
定｣

し
た
が
、｢

本
来
委
任
範
囲
ノ
明
瞭
ナ
ル

法
規
ニ
基
ク
願
届
ノ
如
キ
類
以
外
ノ
文
書
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
委
任
ノ
如
何
ハ
文
書
接
受
ノ
当
初
ニ
於
テ
予
メ
之
ヲ
悉
知
ス
ル
コ
ト
頗
ル
困

難｣

で
あ
る
こ
と
か
ら
、｢
之
カ
委
任
ノ
範
囲
ニ
於
テ
終
結
ス
ル
ト
否｣

か
に
つ
い
て
は
、｢

其
ノ
件
将
来
ノ
発
展
状
況
若
ハ
処
理
方
式

ノ
如
何
等
ニ
関
ス
ル
コ
ト
多
ク
而
モ
如
斯
性
質
ヲ
帯
フ
ル
文
書
実
際
上
甚
タ
尠
カ
ラ
サ
ル
ニ
拘
ラ
ス
之
ヲ
文
書
課
件
名
簿
ニ
登
載
セ
サ

ル
ト
キ
ハ
該
文
書
ノ
着
否
或
ハ
進
行
状
況
ノ
調
査
其
他
各
種
ノ
場
合
ニ
於
テ
不
都
合
ヲ
生
ス
ル
虞
レ｣

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で

通
り
件
名
簿
に
登
載
す
る
こ
と
と
し
た
。
現
行
の
総
督
府
処
務
規
程
に
よ
る
と
、｢

文
書
課
収
発
件
名
簿
ニ
登
載
配
付
セ
ラ
レ
タ
ル
文

書
ハ
特
別
ノ
モ
ノ
ヲ
除
キ
一
定
期
間
内
ニ
其
ノ
処
分
案
ヲ
文
書
課
ニ
回
付
ス
ル｣

こ
と
を
要
し
、
し
た
が
っ
て
、｢

未
回
議
ノ
案
件
ハ

調
査
ノ
上
文
書
課
ヨ
リ
時
々
之
カ
督
促
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ｣

と
な
る
が
、
委
任
関
係
が
未
確
定
で
あ
る
文
書
に
つ
い
て
は
、｢

件
名
簿

ニ
登
載
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
内
局
課
限
リ
処
分
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
文
書
課
件
名
簿
上
永
ク
未
処
理
ト
シ
テ
残
存
ス
ル｣

こ

と
に
な
る
だ
け
で
な
く
、｢

文
書
件
数
表
作
製
上
等
甚
シ
キ
錯
綜
ヲ
来
シ
不
都
合｣

で
あ
る
こ
と
か
ら
、｢

文
書
課
件
名
簿
ニ
登
載
配
付

セ
ラ
レ
タ
ル
文
書
ニ
シ
テ
局
課
長
限
リ
委
任
処
理
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
毎
月
末
府
番
号
ノ
件
名
ヲ
列
記
シ
文
書
課
ニ
通
報｣

す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
文
書
課
に
お
い
て
収
発
件
名
簿
の
整
理
上
必
要
で
あ
る
た
め
、
文
書
課
件
名
簿
に
登
載
し
配
付
し
た
文
書

(

府

番
号
記
入)

に
し
て
局
課
限
り
処
理
し
た
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
改
正
委
任
事
項
が
施
行
さ
れ
た
後
に
、｢

毎
月
左
表
ニ
依
リ
其
ノ
月
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分
ヲ
翌
月
三
日
限
リ
文
書
課
ニ
御
通
報
相
成
様
致
度
右
依
命
申
進
ス｣

る
と
し
て
次
の
表
を
用
い
て
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
。

次
に
、【
史
料
６
】
の

｢

軽
易
ナ
ル
文
書
ノ
処
理
方
ニ
関
ス
ル
件｣

は
、
官
房
各
課
長
お
よ
び
府
内
各
局
長
宛
て
た
文
書
で
あ
り
、

｢

今
般
事
務
改
善
ニ
関
ス
ル
会
議
ノ
結
果｣

と
し
て
、
本
案
件
の

｢

軽
易
ナ
ル
文
書｣

の
処
理
方
に
つ
い
て
、｢

事
務
ノ
簡
捷
ヲ
期
ス
ル

為
左
記
ノ
通
府
議
決
定
相
成
候
条
御
了
知
ノ
上
取
扱
上
粗
濫
ニ
流
レ
サ
ル
様
御
注
意
相
成
度

右
通
牒
ス｣

る
と
し
て
、
府
議
決
定
し

た
次
の
処
理
方
が
伝
え
ら
れ
た
。

処
理
上
定
例
ア
ル
カ
又
ハ
事
態
軽
易
ナ
ル
文
書
ノ
処
理
ニ
際
シ
テ
ハ
例
文
ヲ
制
定
シ
テ
之
ヲ
用
ヒ
又
ハ
欄
外
余
白
若
ハ
符
箋
ニ
処
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局

(

課)

限
リ
処
分
件
名

(

年

月
分)

局

府
番
号

処
理
月
日

件

名

備

考

合

計

何

件

年

月

日

局

(

課)

文
書
課
御
中



分
案
ヲ
具
記
シ
テ
処
理
シ
案
文
ハ
模
写
紙
ヲ
以
テ
書
記
ス
ル
モ
差
支
ヘ
ナ
ク
又
簡
単
ナ
ル
照
会
ニ
対
ス
ル
回
答
ハ
必
ス
シ
モ
別
紙

ト
為
ス
ヲ
要
セ
ス
当
該
文
書
ノ
余
白
又
ハ
欄
外
ニ
記
入
回
答
ヲ
為
シ
差
支
ヘ
ナ
シ

と
、
軽
易
な
る
文
書
の
取
扱
は
、
例
文
を
制
定
し
て
用
い
る
か
、
又
は
、
欄
外
余
白
ま
た
は
符
箋
に
処
分
案
を
具
記
し
て
処
理
す
る
こ

と
、
さ
ら
に
、
案
文
は
模
写
紙
を
以
て
書
記
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
簡
単
な
照
会
に
対
す
る
回
答
に
つ
い
て
も
別
紙
を
使
用
せ

ず
余
白
に
記
入
回
答
し
て
も
差
し
支
え
の
な
い
こ
と
が
官
房
各
課
長
と
府
内
の
各
局
長
へ
通
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、【
史
料
７
】｢

要
合
議
文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件｣

に
つ
い
て
も
、
付
議
決
定
し
た
内
容
が
次
の
よ
う
に
官
房
各
課
長
お
よ
び

府
内
各
局
長
へ
伝
え
ら
れ
た
。

従
来
他
局
課
ニ
合
議
又
ハ
交
渉
ヲ
要
ス
ル
文
書
ハ
一
切
文
書
課
経
由
之
ヲ
為
シ
来
リ
候
処
今
般
事
務
改
善
ニ
関
ス
ル
会
議
ノ
結
果
大

正
十
五
年
十
一
月
一
日
以
後
主
管
局
課
、
受
合
議
局
課
直
接
送
受
ス
ル
コ
ト
ニ
府
議
決
定
相
成
候
条
御
了
知
相
成
度

右
通
牒
ス

と
、
他
局
課
に
合
議
ま
た
は
交
渉
を
必
要
と
す
る
文
書
は
こ
れ
ま
で
文
書
課
を
経
由
し
て
回
議
し
て
き
た
が
、
今
回
の
事
務
改
善
に
よ

り
主
管
局
課
が
合
議
局
課
へ
直
接
送
受
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
を
赤
字
で
以
て
、｢

当
府
処
務
規
程
ノ
改
正
ニ
関
ス
ル
事
項｣

で
は
あ
る
が
、｢

官
文
第
一
一
二
一
号
文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
同
一
理
由
ニ
依
リ
本
案
ノ
通｣

と
付
け
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
に
つ

い
て
は
、
次
の
【
史
料
８
】
の
官
文
第
一
一
二
一
号
と
と
も
に
見
て
い
く
。

【
史
料
８
】
の

｢

文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件｣

に
お
い
て
通
知
さ
れ
た
内
容
は
、
従
来
の
文
書
課
が
行
っ
て
き
た
文
書
取
扱
に
関
す
る
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業
務
が
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
文
書
課
に
お
け
る
文
書
管
理
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日

附
の
官
文
第
一
一
二
〇
号
の
通
牒
に
よ
り
、
改
正
さ
れ
た
事
務
委
任
事
項
は
、｢

従
来
総
督
、
総
務
長
官
及
総
督
府
ノ
名
ヲ
使
用
セ
ル

文
書｣
は
、
総
督
府
処
務
規
程
に
依
り

｢

原
則
ト
シ
テ
文
書
課
件
名
簿
ニ
登
載
シ
之
カ
接
受
ヨ
リ
配
付
並
処
分
其
ノ
他
成
案
ノ
主
管
局

課
外
進
行
及
浄
書
等
一
切
文
書
課
ニ
於
テ
管
掌
シ｣

て
き
た
が
、
今
回
の
事
務
改
善
に
関
す
る
会
議
の
結
果
、
事
務
委
任
事
項
の
改
正

を
契
機
と
し
て
、｢

各
局
課
長
委
任
ノ
範
囲
ニ
属
ス
ル
事
項
ノ
文
書
ハ
大
正
十
五
年
十
一
月
一
日
以
後
文
書
課
ニ
回
付
ス
ル
コ
ト
ナ
ク

主
管
局
課
限
リ
之
ヲ
処
理｣

す
る
こ
と
、
ま
た
、｢

内
発
送
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
主
管
局
課
ニ
於
テ
浄
書｣

す
る
こ
と
、｢

総
督
又
ハ
総
督

府
名
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
ノ
ハ
秘
書
課
ヘ
、
総
務
長
官
名
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
ノ
ハ
文
書
課
ニ
就
キ
�
印
ヲ
受｣

け
る
こ
と
に
府
議
決
定
し
た
こ

と
を
了
知
す
る
よ
う
に
と
通
牒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

理
由
は
、｢

本
件
ハ
当
府
処
務
規
程
ノ
改
正
ニ
関
ス
ル
事
項
ナ
レ
ト
モ
仝
規
程
ハ
制
定
年
既
ニ
久
シ
ク｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
台
湾

総
督
府
の
処
務
規
程
が
制
定
さ
れ
た
の
が
明
治
三
四
年
で
あ
り
、
相
当
の
年
数
が
経
っ
て
お
り
、｢

根
本
的
改
正
ニ
ツ
キ
研
究
ヲ
要
ス

ル
個
所
多｣

く
、｢

本
決
定
ハ
一
先
ツ
通
牒
ノ
形
式
ヲ
採｣

る
が
、｢

追
テ
処
務
規
程
ノ
改
正
ヲ
図
ラ
ン
ト
ス｣

る
と
い
う
も
の
で
、
ま

ず
、
通
牒
の
形
式
で
改
正
す
る
が
、
改
め
て
総
督
府
処
務
規
程
を
見
直
し
改
正
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

最
後
の
【
史
料
９
】
で
は
、
事
務
改
善
に
関
す
る
会
議
の
結
果
を
受
け
て
、
知
事
、
庁
長
の
権
限
が
拡
張
さ
れ
た
こ
と
を
了
知
し
た

上
で
主
管
事
務
中
該
当
事
項
が
あ
れ
ば
こ
の
趣
旨
を
実
現
す
る
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
事
務
の
簡
捷
お
よ
び
能
率
化
に
よ
り
、
事
務
改
善
に
関
す
る
会
議
に
て
検
討
さ
れ
決
議
さ
れ
た
こ
れ
ら
の

｢

事
務
改

善
関
係｣

の
各
号
は
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
の
処
理
方
に
関
す
る
手
続
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
大
正
一
五
年
に

お
け
る
改
正
は
、｢

一
先
ツ｣

の
処
置
と
し
て
通
牒
の
形
式
を
採
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
こ
の

｢

一
先
ツ｣

は
、
そ
の
後
、

昭
和
二
年
の
二
月
に
お
け
る

｢

文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件

(

�)｣

と
し
て
さ
ら
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
年
三
月
に
は

｢

既
済
文
書
処
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理
ニ
関
す
る
件

(

�)｣

が
定
め
ら
れ
、
研
究
を
重
ね
た
上
で
、
同
年
七
月
に
訓
令
第
三
七
号
の

｢

台
湾
総
督
府
文
書
取
扱
規
程

(

�)｣

と
し
て
、

台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
制
度
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。

な
か
で
も
、
昭
和
二
年
三
月
に
制
定
さ
れ
た

｢

既
済
文
書
処
理
ニ
関
ス
ル
件｣

が
制
定
さ
れ
た
理
由
か
ら
新
た
に
次
の
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
既
済
文
書
の
処
理
に
つ
い
て
は
、

旧
規
程
第
四
条
官
房
各
課
長
又
ハ
各
局
長
限
リ
其
ノ
名
ヲ
以
テ
施
行
ス
ル
事
項
ノ
規
定
ニ
シ
テ
今
回
改
正
ニ
依
ル
各
局
課
長
委
任

事
項
ハ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ノ
名
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
局
課
限
リ
処
分
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
之
レ
ニ
対
シ
テ
ハ
文
書
課
ニ
於
テ

ハ
終
局
迄
府
番
号
ヲ
附
セ
ス
随
ツ
テ
件
名
簿
ニ
登
載
セ
ズ
形
式
上
従
前
ノ
各
局
課
限
リ
処
理
保
存
シ
テ
ル
文
書
ト
取
扱
ヒ
同
一
ナ

ル
モ
ノ
ト
ス

と
赤
字
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
旧
委
任
事
項
第
四
条

一

定
期
ア
ル
諸
報
告
類
提
出
方
督
促
ニ
関
ス
ル
事
項

二

違
式
不
法
ノ
書
類
訂
正
及
却
下
ニ
関
ス
ル
事
項

三

未
決
裁
ノ
書
面
請
求
ニ
依
リ
下
戻
ニ
関
ス
ル
事
項

四

文
書
ノ
誤
送
ニ
係
ル
モ
ノ
移
牒
及
返
戻
ニ
関
ス
ル
事
項

五

伺
上
申
報
告
等
調
査
上
照
会
往
復
ニ
関
ス
ル
事
項

六

軽
易
ナ
ル
事
務
ニ
シ
テ
所
属
官
署
ノ
当
該
部
課
長
ニ
照
会
往
復
ニ
関
ス
ル
事
項
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の
一
か
ら
六
の
事
項
は
各
局
長
限
り
の
名
を
以
て
施
行
す
る
事
項
と
さ
れ
た
。
今
回
改
正
さ
れ
た
各
局
長
の
委
任
事
項
は
、
総
督
又
は

総
務
長
官
の
名
を
以
て
行
う
も
の
と
し
て
も
局
課
限
り
処
分
す
る
事
項
と
し
て
文
書
課
に
お
い
て
府
番
号
を
付
さ
な
い
た
め
件
名
簿
に

も
登
載
せ
ず
、
形
式
上
は
局
課
限
り
の
処
理
を
行
い
保
存
す
る
文
書
と
同
じ
取
扱
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
添
付
さ
れ
た

｢

理
由
書｣

に
は
、
処
分
済
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
参
照
に
す
る
な
ど
の
理
由
か
ら
引
き
出
し

易
く
す
る
た
め
に
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
諸
帳
簿
や
倉
庫
の
整
頓
等
は
文
書
に
番
号
を
付
す
こ
と
と

同
様
に
文
書
保
存
の
基
本
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
官
房
各
課
お
よ
び
各
局
に
お
い
て
処
理
し
た
委
任
文
書
は
、
番

号
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
各
課
お
よ
び
各
局
に
お
い
て
付
し
て
い
る
番
号
を

｢

局
各
課
、
課
各
係
別｣

の
番
号
に
よ
り
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
在
の
文
書
課
備
付
の
諸
帳
簿
以
外
に
さ
ら
に
官
房
各
課
お
よ
び
各
局
の
各
課

(

係)

毎
に
諸
帳
簿
を
新
た
に
備
え
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
局
各
課
お
よ
び
課
各
係
別
に
新
た
な
帳
簿
を
作
成
す
る
要

員
も
な
く
、
倉
庫
の
設
備
に
お
い
て
も
各
局
課
別
に
区
分
し
整
頓
す
る
に
は
現
在
の
倉
庫
で
は
非
常
に
狭
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
の

作
業
の
す
べ
て
は
、
事
務
の
簡
捷
を
主
眼
と
す
る
事
務
改
善
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

官
房
各
課
各
局
に
お
い
て
保
存
す
れ
ば
幾
分
か
数
が
増
す
だ
け
で
あ
り
従
来
と
等
し
く
煩
雑
の
点
は
な
い
こ
と
、
懸
念
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
保
存
場
所
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
も
文
書
課
に
引
き
継
ぐ
文
書
に
し
て
各
局
課
が
自
ら
の
必
要
に
よ
り
速

や
か
に
引
き
継
ぎ
が
行
わ
れ
ず
、
主
管
局
課
に
保
存
す
る
も
の
が
多
数
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
委
任
の
各
局
課
が
既
済
文
書
を
保

存
し
た
と
し
て
も
一
時
に
激
増
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
委
任
文
書
の
保
存
年
限
は
大
部
分
が
五
年
保
存
未
満
の

も
の
が
多
く
、
各
局
課
が
保
存
し
た
と
し
て
も
困
難
な
も
の
で
も
な
い
こ
と
、
そ
れ
よ
り
も
新
た
に
各
種
帳
簿
を
新
設
し
て
、
文
書
課

に
お
い
て
保
存
す
る
と
な
れ
ば
そ
の
難
易
の
差
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
が
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
事
務
委
任
事
項
に

よ
り
官
房
各
課
長
又
は
各
局
長
限
り
に
お
い
て
施
行
す
る
文
書
は
、
各
主
管
局
課
が
編
纂
保
存
お
よ
び
廃
棄
等
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
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可
能
と
な
る
が
、
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
委
任
事
項
と
い
う
文
書
の
多
く
が
五
年
保
存
未
満
の
文
書
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

こ
の

｢

事
務
委
任
事
項｣

と

｢

簡
捷
ヲ
主
眼
ト
セ
ル
事
務
改
善
ノ
趣
旨｣

に
よ
り
、
文
書
課
の
持
つ
専
権
で
あ
っ
た
文
書
の
一
括
管
理

は
瓦
解
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
翌
年
に
は
、｢

至
急
文
書
取
扱
方
ニ
関
ス
ル
件

(

�)｣

が
、
五
月
二
一
日
に
立
案
さ
れ
、
当
日
決
裁
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
に
よ
り
、
至
急
処
理
を
要
す
る
公
文
書
の
取
扱
に
つ
い
て
、
第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
取
扱
心
得
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
九
項
目
の
取
扱
心
得
を
纏
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

(

１)

総
督
、
総
務
長
官
又
は
府
宛
の
至
急
親
展
文
書

(

電
報
を
含
む)

を
拝
受
し
た
時

・
封
筒
表
面
下
端
に
収
受
月
日
時
刻
を
記
入

(

タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
代
用
可)

す
る
こ
と
。

・
親
展
文
書
配
付
簿

(

第
一
号
様
式)

に
記
入
の
上
、
封
緘
の
儘
総
督
宛
の
も
の
は
秘
書
官
に
、
総
務
長
官
宛
又
は
府
宛
の
も
の

は
文
書
課
長
へ
提
出
す
る
こ
と
。

(

２)

総
督
、
総
務
長
官
又
は
府
宛
の
至
急
文
書
に
し
て
親
展
に
非
ざ
る
も
の
を
拝
受
し
た
時

・
公
文
係
主
任
に
お
い
て
開
繊
し
、
事
の
重
大
な
る
も
の
の
場
合
に
は
、
文
書
課
長
の
指
示
を
承
け
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
総
督

府
文
書
取
扱
規
程
第
二
章
に
よ
り
直
に
主
務
局
課
長
に
送
付
す
る
こ
と
。

(

３)

文
書
課
長
宛
の
文
書
に
し
て
受
付
の
必
要
の
な
い
も
の
の
場
合

・
公
文
係
主
任
に
お
い
て
文
書
課
長
の
指
示
を
承
け
、
移
牒
ま
た
は
返
還
の
手
続
を
為
す
こ
と
。

(

４)

決
裁
を
了
し
た
る
文
書
に
し
て
発
送
を
要
す
る
時

・
総
督
府
文
書
取
扱
規
程
第
四
章
に
よ
り
、
執
務
時
間
外
に
亘
る
際
に
も
即
日
施
行
す
る
こ
と
。

(

５)

局
課
に
お
い
て
発
送
を
要
す
る
電
報
を
文
書
課
に
回
付
し
た
時
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・
回
付
簿
に
受
領
月
日
時
期
を
記
入
し
、
電
報
発
送
簿

(

第
二
号
様
式)

に
記
入
し
手
続
を
為
す
こ
と
。

・
前
項
の
電
報
に
し
て
至
急
の
指
定
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
台
北
郵
便
局
に
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
構
内
出
張
取
扱
所
に
差
出

す
こ
と
。

(

６)
発
送
文
書
に
し
て
使
送
に
付
す
べ
き
場
合

・
文
書
使
送
簿

(

第
三
号
様
式)

に
記
入
し
手
続
を
為
す
こ
と
。

(

７)

宿
直
に
お
け
る
至
急
文
書
の
取
扱
は
前
各
条
に
準
ず
る
こ
と
。

(

８)

執
務
時
間
外
に
お
い
て
電
話
の
接
受
を
要
す
る
時

・
宿
直
員
が
受
話
し
、
電
話
授
受
簿

(

第
四
号
様
式)

に
そ
の
要
旨
並
に
時
刻
を
記
載
の
上
、
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
直
ち

に
受
信
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

(

９)

親
展
文
書
配
付
簿
、
郵
便
物
及
電
報
発
送
簿
、
文
書
使
送
簿
及
電
話
授
受
簿
は
、
翌
日
登
載
後
直
に
公
文
係
主
任
に
検
印
を

受
け
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
取
扱
心
得
の
中
で
、(

２)

に
あ
る

｢
台
湾
総
督
府
文
書
取
扱
規
程｣

の
第
二
章
と
は
、
文
書
の
接
受
お
よ
び
配
付
に
関

す
る
条
項
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
事
の
重
大
で
な
い
も
の
、
つ
ま
り
総
督
、
総
務
長
官
の
決
裁
を
経
る
必
要
の
な
い
文
書
の
取
扱
方
と

し
て
、
第
七
条
に

｢

直
ニ
主
務
局
課
ヘ
配
付
ス
ヘ
シ

(

�)｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

(

２)

に
お
い
て
も
、
主
務
局
課
長
へ
送
付
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、(

４)

に
あ
る
同
文
書
取
扱
規
程
第
四
章
と
は
、
施
行
お
よ
び
回
付
に
関
す
る
条
項
で
あ
り
、
浄
書
校
正
、
府
報
掲
載
、
添

付
文
書
の
有
無
、
文
書
収
発
件
名
簿
へ
の
記
入
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
、
第
八
条
の
上
の
余
白
に
貼
付
さ
れ
た
符
箋
に
は
、｢

宿
直
取
扱
ノ
各
局
課
ヨ
リ
使
送
簿
モ
公
文
主
任
ヘ
提
出
ス
ル
様
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明
示
ノ
要
ア
リ
ト
思
ヒ
マ
ス｣

と
い
う
意
見
が
記
さ
れ
て
お
り
、
様
式
の
第
二
号
の
下
の
余
白
に
は
一
枚
、
様
式
の
第
四
号
の
下
の
余

白
に
は
二
枚
の
符
箋
が
貼
ら
れ
て
い
た
。
本
取
扱
心
得
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
様
式
と
は
、
次
の
親
展
文

書
配
付
、
電
報
発
送
、
文
書
使
送
、
電
話
接
受
の
そ
れ
ぞ
れ
の
受
付
簿
で
あ
っ
た
。

第
一
号
様
式

(
親
展
文
書
配
付
簿)

第
二
号
様
式

(

電
報
発
送
簿)

46

月

日

時

分

送
付
先

宛

先

差
出
先

摘

要

受
領

者
印

受

払

残

月
日

時
分

受
信
者

発
信
者

指定

字数

摘

要

円

銭

円

銭

円

銭



第
三
号
様
式

(

文
書
使
送
簿)

第
四
号
様
式

(

電
話
授
受
簿)

電
報
発
送
簿
の
第
二
号
様
式
の
下
の
余
白
に
貼
付
さ
れ
た
符
箋
に
は
、｢

受
付
ヨ
リ
局
渡
シ
間
ノ
経
過
時
刻｣

に
つ
い
て
、
明
瞭
に

す
る
に
は
、
時
間
欄
を
二
つ
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、｢
局
課
ヨ
リ
持
チ
来
ル
頼
信
紙
ヘ
浄
書
ノ
電
報
紙
ハ
必
ズ
シ
モ

完
全
無
欠
ト
言
フ
ヲ
得
ズ
、
往
々
其
ノ
局
課
ヘ
返
戻
シ
改
書
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ｣

と
、
こ
の
場
合
に
は
、｢

時
間
ノ
争
ヒ
生
ゼ
ザ
ル

ナ
キ
ヲ
得
レ
ガ
タ
シ｣

と
あ
る
。
こ
の
赤
ペ
ン
に
て
書
か
れ
た
内
容
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
電
報
を
接
受
し
た
文
書
課
と
関
係
局
課
と
の
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月

日

時

分

受
信
者

発
信
者

摘

要

受
領

者
印

月
日

時
分

受
信
者

発
信
者

送
話
者

記

事

受
信

者
印

受
話

者
印

備
考

受
信
者
ニ
電
話
ニ
テ
通
知
シ
タ
ル
場
合
ハ
其
ノ
旨
記
事
欄
ニ
附
記
ス
ヘ
シ



間
に
受
け
渡
し
に
関
係
す
る
問
題
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
受
け
付
け
て
か
ら
関
係
局
課
へ
渡
す
ま
で
の
時
間
を

明
瞭
に
す
る
こ
と
で
、
返
信
等
の
遅
れ
が
生
じ
た
場
合
の
責
任
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
た
、
局
課
よ
り

持
ち
込
ま
れ
た
電
報
文
に
つ
い
て
は
、
持
ち
込
ま
れ
た
際
の
文
面
を
そ
の
ま
ま
で
は
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
局
課
に
戻
し
修
正
を

要
求
す
る
こ
と
か
ら
、
発
送
が
遅
れ
る
と
い
う
時
間
的
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
も
懸
念
し
て
い
る
。

電
話
接
受
簿
の
第
四
号
様
式
に
付
さ
れ
た
二
枚
の
符
箋
に
は
、
ま
ず
、｢

送
話
者
ト
発
信
者
ハ
同
一
人
ナ
ラ
ザ
ル
場
合｣

が
多
く
、

例
え
ば

｢

私
ハ
誰
閣
下
ノ
代
理
デ
ス
ガ
、
誰
サ
ン
ヘ

斯
々
伝
ヘ
ラ
レ
タ
シ
私
ハ
何
平
デ
ス｣

等
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、｢

故
ニ
受

信
者
ノ
下
欄
ヲ
送
信
者
ト
シ
受
話
者
ノ
上
ニ
送
話
者
欄
ヲ
設
ケ
テ
ハ
如
何
ヤ
ト
思
ハ
レ
マ
ス｣

と
し
て
、
受
信
者
、
送
信
者
、
受
話
者
、

送
話
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
を
設
置
す
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
二
枚
目
の
符
箋
に
は
、｢

記
事
欄
ハ
受
話
者
ガ
取
次
ギ
タ
ル

顛
末
ヲ
記
入
ス
ル
モ
ノ｣

で
あ
り
、｢(
二)

受
話
事
項
全
部
ヲ
記
載
シ
本
簿
冊
ヲ
以
テ
受
信
者
ヘ
通
報
ス
ル
モ
ノ｣

で
あ
る
こ
と
か
ら
、

｢(

二)

ノ
場
合
ハ
受
信
者
欄
下
ヘ
受
諾
印
欄
設
置
ノ
要
ア
リ｣

と
、｢

ナ
ル
ベ
ク

(

二)

ニ
依
レ
ハ
事
務
簡
捷
ノ
精
神
ニ
副
フ
モ
ノ
ト

思
料
ス｣

る
と
し
て
、
電
話
内
容
を
口
頭
で
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
電
話
内
容
を
記
述
し
た
こ
の
授
受
簿
を
受
信
者
へ
通
報
し
、
こ
の

場
合
に
は
受
諾
印
を
設
け
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
授
受
簿
で
以
て
受
信
者
へ
通
報
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
事
務
簡
捷
の
精
神
に

副
う
も
の
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
台
湾
総
督
府
で
は

｢

事
務
簡
捷
ノ
精
神
ニ
副
フ
モ
ノ｣

と
い
う
考
え
方
を

重
要
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
稿
で
見
て
き
た
大
正
一
三
年
に
お
け
る
事
務
の
簡
捷
お
よ
び
能
率
増
進
と
い
う
本
国
政
府
に
よ
る

政
策
そ
の
も
の
が
浸
透
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
処
理
数
の
増
減
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
文
書
課
が
収
受
し
処
理
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す
る
文
書
総
数
は
、
大
正
一
四
年
か
ら
大
幅
に
減
少
し
、
昭
和
二
年
に
お
い
て
さ
ら
な
る
減
少
が
見
ら
れ
た
。
総
督
の
決
裁
を
求
め
る

起
案
件
数
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
大
正
一
四
年
か
ら
減
り
は
じ
め
、
昭
和
七
年
か
ら
は
さ
ら
に
減
少
し
て
い
た
。
こ
れ
は
総
督
決
裁
案

件
を
減
ら
す
こ
と
で
、
文
書
行
政
を
簡
素
化
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
大
正
一
三
年
一
二
月
に

施
行
さ
れ
た
台
湾
総
督
府
官
制
改
正
に
よ
る
影
響
が
大
き
く
、
こ
の
大
正
一
三
年
に
お
け
る
組
織
機
構
の
改
編
と
業
務
の
改
善
お
よ
び

大
正
一
五
年
に
お
け
る
事
務
委
任
事
項
の
制
定
が
、
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
を
大
き
く
変
え
る
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
昭
和
二
年
七
月
に
台
湾
総
督
府
文
書
取
扱
規
程
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
制
度
は
完
成
を
み
る
が
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
現
存
状
態
を
見
る
と
、
大
正
の
後
半
か
ら
昭
和
九
年
ま

で
の
文
書
簿
冊
の
冊
数
が
非
常
に
少
な
く
、
特
に
、
昭
和
二
年
か
ら
文
書
が
激
減
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
国
政
府
が
閣
議
決
定
し
た

事
務
の
簡
捷
と
能
率
増
進
政
策
を
台
湾
総
督
府
に
お
い
て
も
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
明
治
三
四
年
か

ら
運
用
さ
れ
て
い
た
事
務
委
任
事
項
を
改
正
す
る
こ
と
で
、
業
務
の
改
善
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結

果
、
文
書
課
が
保
存
管
理
す
る
簿
冊
が
減
少
し
、
府
内
の
各
部
局
内
に
お
い
て
保
管
す
る
文
書
量
が
多
く
な
り
、
文
書
の
分
散
化
が
進

ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
正
一
三
年
の
閣
議
決
定
に
よ
る
事
務
の
簡
捷
と
能
率
化
の
増
進
が
、
国
内
の
各
省
庁
お
よ
び
地
方
自
治
体
の
み
な

ら
ず
、
外
地
統
治
機
関
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
を
齎
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
事
務
の
能
率
化
を
加
速
さ
せ
た
の
が
、

事
務
委
任
事
項
の
改
正
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
大
正
一
三
年
か
ら
大
正
一
五
年
に
お
け
る
業
務
改
善
の
施
策
で
あ
り
、
こ
れ
が
台
湾
総

督
官
房
文
書
課
に
よ
る
一
括
管
理
を
終
わ
ら
せ
る
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
台
湾
総
督
府
に
お

け
る
文
書
管
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
車
務
の
簡
捷
と
能
率
化
の
増
進
と
い
う
業
務
改
善
の
施
策
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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そ
れ
は
、
開
府
以
来
続
い
て
い
た
伝
統
的
な
文
書
課
に
よ
る
一
括
管
理
と
い
う
シ
ス
テ
ム
か
ら
原
課
保
存
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
と
変
わ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
戦
前
の
公
的
機
関
は
、
現
在
の
文
書
管
理
法
が
示
す
よ
う
な
後

世
に
残
す
た
め
の
文
書
管
理
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
も
行
政
機
関
の
業
務
の
一
環
と
し
て
の
文
書
保
存
管
理
を
行
っ

て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
大
正
一
五
年
に
お
け
る
業
務
改
善
の
際
に
、
組
織
と
し
て
一
括
管
理
を
行
っ
て
い
た
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
頻
繁
に

使
用
す
る
起
案
部
局
で
あ
る
現
場
に
お
い
て
保
存
す
る
と
い
う
分
割
管
理
シ
ス
テ
ム
に
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
日
本
に
お
け
る
文

書
管
理
は
、
戦
後
も
現
在
に
至
る
ま
で
、
こ
の
原
課
保
存
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
転
換
し
た
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

近
代
日
本
に
お
け
る
文
書
管
理
で
あ
る
原
課
保
存
管
理
シ
ス
テ
ム
が
、
現
代
日
本
に
お
け
る
文
書
管
理
と
し
て
根
付
い
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
根
付
い
た
シ
ス
テ
ム
を
、
再
び
一
括
管
理
シ
ス
テ
ム
に
変
更
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
そ
の
た
め
、
時
間
を
か
け
て
転
換
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

尚
、
こ
こ
で
取
り
挙
げ
た
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
霧
社
事
件
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
論
じ
る
。

註

(

１)

霧
社
事
件
に
関
す
る
研
究
論
文
は
、
北
村
嘉
恵
編

(『
教
育
史
・
比
較
教
育
論
考』

第
二
〇
号
、
北
海
道
大
学
教
育
学
部
・
二
〇
一
〇
年
、

七
四
頁
〜
一
〇
七
頁)

を
参
照
。

(

２)

拙
稿

｢

台
湾
総
督
府
文
書
か
ら
み
た
霧
社
事
件
―
台
湾
総
督
府
・
専
売
局
・
台
北
州
鶯
歌
庄
の
記
録
か
ら
―｣

(『

社
会
科
学
研
究』

第
四
〇

巻
第
二
号
、
社
会
科
学
研
究
所
・
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
、
二
七
頁
〜
八
四
頁
所
収)

を
参
照
。

(

３)
｢

新
竹
庁
管
内
北
埔
ニ
於
ケ
ル
暴
動
事
件
始
末
ニ
関
シ
覆
審
法
院
検
察
官
尾
立
維
孝
ヨ
リ
報
告
ノ
件｣

(『

明
治
四
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類

纂
永
久
保
存
第
三
〇
巻』

第
一
二
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
一
三
〇
〇)

。

(

４)
｢

府
令
第
三
七
号
・
台
湾
総
督
府
文
書
取
扱
規
程
制
定
ノ
件｣

(『

台
湾
総
督
府
報』
第
一
五
一
号
、
昭
和
二
年
七
月
一
四
日
、(

四
三
頁
〜
四
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五
頁)

。

(
５)

戴
國
輝
編
著

『

台
湾
霧
社
蜂
起
事
件
―
研
究
と
資
料』

、
株
式
会
社
社
会
思
想
社
・
一
九
八
一
年
、
三
五
三
頁
〜
五
二
〇
頁)

。

(
６)

同
上
、
五
二
五
頁
〜
五
三
四
頁
。

(

７)
｢

霧
社
事
件
書
類｣

、『

台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂』

、
簿
冊
番
号
一
一
二
七
〇
。

(

８)
『

石
塚
英
蔵
氏
関
係
書
類』

(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
請
求
番
号4144-82

・
書
目ID

00061096

、
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
所
蔵)

。

(

９)

小
西
四
郎
著｢
霧
社
事
件
史
料｣

(『

日
本
近
代
史
研
究』

第
九
号
、
法
政
大
学
近
代
史
研
究
会
・
一
九
六
八
年
一
〇
月
、
五
一
頁
〜
五
七
頁
、

山
辺
健
太
郎
編

｢
解
説｣

(『

台
湾

(

二)』

現
代
史
資
料

(

�)

、
み
す
ず
書
房
・
一
九
七
一
年
、xx

�

頁
〜xxx

�

頁)

。

(

�)
｢

霧
社
事
件
の
顛
末｣
、
台
湾
総
督
府
、
一
九
三
〇
年
一
二
月
、
国
立
台
湾
図
書
館
所
蔵
。

(

�)
『

台
湾
総
督
府
民
政
局
事
務
成
績
提
要』

全
四
八
編
、
台
湾
総
督
府
、
明
治
二
八
年
〜
昭
和
一
七
年
。

(

�)

拙
稿

｢

台
湾
総
督
府
文
書
の
目
録
記
述
論
に
つ
い
て｣

(『

台
湾
の
近
代
と
日
本』

社
研
叢
書
�
・
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
・
二
〇
〇
三

年
、
四
八
一
頁)

を
参
照
。

(

�)

こ
こ
で
は
、
収
受
総
数
、
処
理
総
数
が
纏
め
ら
れ
た
明
治
三
九
年
分
か
ら
作
成
し
た
一
覧
表
で
あ
り
、
大
正
五
年
か
ら
設
け
ら
れ
た
新
起
案

総
数
お
よ
び
昭
和
九
年
か
ら
設
け
ら
れ
た
局
長
受
長
官
処
理
数
を
追
加
し
た
。

(

�)
｢

台
湾
総
督
府
官
制
改
正｣

(

勅
令
第
三
九
三
号
、『
官
報』

第
二
一
一
三
号
、
大
正
八
年
八
月
二
〇
日
、
四
三
四
頁
・
四
三
五
頁)

。

(

	)
｢

台
湾
総
督
府
官
制
中
改
正｣

(

勅
令
第
四
二
七
号
、『
台
湾
総
督
府
報』

号
外
・
勅
令
抄
録
、
大
正
一
三
年
一
二
月
二
五
日
、
一
六
頁
・
一

七
頁)

。

(


)
｢

台
湾
総
督
府
交
通
局
官
制
制
定｣

(

勅
令
第
四
二
九
号
、『
台
湾
総
督
府
報』

号
外
・
勅
令
抄
録
、
大
正
一
三
年
一
二
月
二
五
日
、
一
八
頁)

。

(

�)
『

台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
清
冊』

台
湾
省
文
献
委
員
会
、
全
五
三
〇
頁
。

(

�)
｢

霧
社
事
件
ニ
對
ス
ル
總
督
諭
告
ノ
件｣

(『

昭
和
五
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
二
巻』

第
四
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
一
二
七)

。

(

)
｢

蕃
地
警
察
職
員
勤
務
心
得
標
準
通
達
ノ
件｣

(『

昭
和
五
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
十
五
年
保
存
第
四
巻』

第
一
三
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
七

三
八
八)

。
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(

�)
｢

蕃
人
綏
撫
指
導
ニ
関
ス
ル
件｣

(『

昭
和
五
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
十
五
年
保
存
第
五
巻』

第
四
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
七
三
八
九)

。

(

�)
｢

綱
紀
振
肅
ニ
関
ス
ル
件｣

(『

昭
和
六
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
十
五
年
保
存
第
一
巻』

第
五
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
七
三
九
三)

。

(
�)

｢

州
ノ
巡
�
ヲ
郡
ニ
配
置
ス
ル
員
数
改
正
ノ
件｣

(

同
上
、
第
六
文
書)

。

(

�)
｢

巡
�
警
手
定
員
改
正
ノ
件｣

(

同
上
、
第
七
文
書)

。

(

�)
｢

警
務
局
処
務
規
程
改
正
案
ノ
件｣

(

同
上
、
第
一
〇
文
書)

。

(

�)
｢

蕃
人
蕃
地
ノ
視
察
取
締
ニ
関
ス
ル
件｣

(

同
上
、
第
一
三
文
書)

。

(

�)
｢

理
蕃
政
策
大
綱
ニ
関
ス
ル
件｣

(

同
上
、
第
一
四
文
書)

。

(

	)

本
稿
で
は
、
固
有
名
詞
と
文
書
史
料
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま

｢

蕃
人｣

、｢

蕃
地｣

、｢

蕃
人
公
学
校｣

と
表
記
し
た
り
、
そ
れ
に

準
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
括
弧
を
付
し
て

｢

蕃
人
騒
擾
事
件｣

と
い
っ
た
よ
う
な
表
記
に
し
、
そ
れ
以
外
は
、｢

原
住
民｣

と
表
記
し
た
。

(


)

前
註

(

３)

同
掲
。

(

�)
｢

新
竹
庁
北
埔
支
庁
構
内
ニ
於
テ
臨
時
法
院
事
務
開
始
ノ
旨
報
告
ノ
件｣

(

同
上
、
第
一
四
文
書)

。

(

�)
｢

在
北
埔
臨
時
法
院
検
察
官
ヨ
リ
匪
徒
何
麦
賢
・
王
何
義
・
何
景
来
・
林
李
福
・
黄
阿
水
・
張
阿
漢
呂
阿
旺
・
徐
金
伝
ヲ
起
訴
ノ
旨
電
報
ノ

件｣
(

同
上
、
第
一
三
文
書)

。

(

)
｢

阿
�
庁
長
立
川
連
ヨ
リ
蕃
人
公
学
校
其
他
ニ
於
ケ
ル
蕃
地
騷
擾
ニ
伴
フ
状
況
報
告
ノ
件｣

(『

大
正
四
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
十
五
年
保

存
第
三
〇
卷』

第
四
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
五
九
二
五)

と
、｢

阿
�
庁
長
ヨ
リ
騷
擾
地
方
面
ニ
於
ケ
ル
蕃
人
公
学
校
情
況
報
告
ノ
件｣

(『

大
正

四
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
十
五
年
保
存
第
三
一
巻』
第
一
一
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
五
九
二
六)

。

(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。

(

�)
｢

霧
社
蕃
騒
擾
事
件
調
査
復
命
書｣

(

前
註

(

５)

同
掲
、
二
五
九
頁
〜
三
三
七
頁)

。

(

�)
｢

花
蓮
港
地
方
蕃
情
取
調
書
ノ
件｣

(『

明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
十
五
年
保
存
第
一
六
巻』

第
一
二
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
五
三

三)

。

(

�)
｢

蕃
人
兇
行
事
件
報
告
処
理
方
ノ
件｣

(『

明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
甲
種
第
四
巻』

第
三
七
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
二
四)

。

(

�)
｢

蕃
人
犯
罪
ニ
関
ス
ル
件｣

(『

明
治
三
二
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
甲
種
第
一
五
巻』

第
五
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
三
六
二)

。

52



(

�)
｢

高
等
法
院
検
察
官
長
菅
野
善
三
郎
ヨ
リ
稟
申
ノ
蕃
人
ノ
犯
罪
事
件
ニ
関
シ
各
法
院
検
察
局
へ
�
訓
通
達
ノ
件｣

(『

大
正
九
年
台
湾
総
督
府

公
文
類
纂
永
久
保
存
第
六
〇
巻』

第
四
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
三
〇
五
八)

。

(
�)

｢

蕃
人
加
害
報
告
書
供
�
方
法
ノ
件｣

(『

明
治
三
三
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
追
加
第
一
一
巻』

第
二
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
五
三
六)

。

(

�)
｢

蕃
人
加
害
ハ
樣
式
ニ
依
リ
報
告
方
通
達
ノ
件｣

(

同
上
、
第
三
文
書)

。

(

�)
｢

昭
和
五
年
中
文
書
出
納
件
数
表｣

(『

昭
和
五
年
台
湾
総
督
府
事
務
成
績
提
要』

第
三
六
編
・
四
三
頁
〜
四
四
頁)

。

(

�)
｢

昭
和
十
五
年
中
文
書
出
納
件
数
表｣

(『

昭
和
十
五
年
台
湾
総
督
府
事
務
成
績
提
要』

第
四
六
編
・
六
〇
頁
〜
六
一
頁)

。

(

�)

拙
稿

｢

台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
管
理
体
制
の
構
築
と
崩
壊｣

(『

台
湾
総
督
府
文
書
の
史
料
論』

社
研
叢
書
	
・
中
京
大
学
社
会
科
学
研

究
所
、
二
〇
一
八
年
、
三
五
二
頁
〜
三
五
四
頁
。
そ
の
な
か
で
、｢

文
書
管
理
の
権
限
が
原
課
に
託
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
が
行
政
事

務
の
合
理
化
・
効
率
化
と
い
う
な
か
で
原
課
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
る
道
筋
が
敷
か
れ
て
き
た
こ
と｣

を
指
摘
し
て
い
る
。

(

	)
｢

官
庁
事
務
ノ
簡
捷
及
能
率
ノ
増
進
ニ
関
ス
ル
件
・
内
閣
通
牒｣

(

枢
密
院
文
書
・
官
規
ニ
関
ス
ル
書
類
附
儀
礼
・
大
正
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー

ドA
060509181000)

。

(


)
｢

各
庁
ニ
於
ケ
ル
事
務
ノ
簡
捷
及
能
率
ノ
増
進
ノ
達
成
ニ
関
ス
ル
件｣

(

公
文
類
聚
・
第
四
十
八
編
・
大
正
十
三
年
・
第
十
三
巻
・
官
職
十
二
・

官
制
十
二
・
任
免
・
雑
載
・
休
暇
執
務
時
間
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA

13100690000)

。

(

�)

同
上
。

(

�)
｢

官
紀
振
粛
ニ
関
ス
ル
内
閣
訓
令｣

(

公
文
類
聚
・
第
四
十
八
編
・
大
正
十
三
年
・
第
十
三
巻
・
官
職
十
二
・
官
制
十
二
・
任
免
・
雑
載
・
休

暇
執
務
時
間
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA

13100090100)
。

(

)

同
上
。

(

�)
｢

事
務
ノ
簡
捷
及
能
率
ノ
増
進
ヲ
達
成
ニ
関
シ
閣
議
決
定
ノ
件｣

(『

大
正
一
三
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
一
五
巻』

甲
七
文
書
、

簿
冊
番
号
〇
三
七
六
七)

。

(

�)
｢

文
書
処
理
ニ
関
ス
ル
件｣

、
同
上
。
こ
の
文
書
に
は
、｢

写｣

と
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

同
上
。

(

�)

同
上
。
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(

�)
｢

文
書
処
理
期
限
ノ
儀
ニ
付
訓
令
ノ
件｣

(『

明
治
三
一
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
甲
種
第
七
巻』

第
一
九
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
二
四

五)

。
拙
稿

｢

草
創
期
に
お
け
る
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理｣

(『

社
会
科
学
研
究』

第
三
八
巻
第
一
号
、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
・
二
〇

一
七
年
、
八
五
頁
〜
八
七
頁)

を
参
照
。

(

�)
｢

民
政
局
処
務
細
則｣

(『

明
治
二
八
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
追
加
第
四
巻』

第
三
七
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
〇
五
四)

。

(

�)
｢

文
書
検
閲
及
回
収
規
程
制
定
ノ
件｣

(『

明
治
三
五
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
甲
種
第
三
巻』

第
四
六
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
七
一
〇)

。

詳
細
は
、
拙
稿

｢

台
湾
総
督
府
文
書
の
目
録
記
述
論
に
つ
い
て｣

(『

台
湾
の
近
代
と
日
本』

社
研
叢
書
�
・
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
二

〇
〇
三
年
、
四
五
八
頁
〜
四
六
一
頁)

を
参
照
。

(

�)
｢

事
務
委
任
事
項
改
正
ノ
件｣

(『

大
正
一
五
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
二
〇
巻』

第
一
文
書
、
簿
冊
番
行
〇
三
八
八
四)

。

(

�)

同
上
。

(

�)
｢

台
湾
総
督
府
事
務
委
任
事
項｣

(『

官
報』

第
五
五
四
二
号
、
彙
報
・
官
庁
事
項
、
明
治
三
四
年
一
二
月
二
一
日
、
五
二
五
頁
〜
五
二
六
頁)

。

(

�)

こ
こ
で
は
、
民
政
部
処
務
規
程
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
明
治
三
四
年
と
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
処
務
規
程
第
九
条
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
三

一
年
に
制
定
さ
れ
た

｢

台
湾
総
督
府
民
政
部
処
務
規
程｣

で
は
な
く
、
明
治
三
四
年
に
制
定
さ
れ
た

｢

台
湾
総
督
府
処
務
規
程｣

の
こ
と
で
あ

る
。

(

	)
｢

台
湾
総
督
府
事
務
委
任
事
項｣

(『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
九
二
四
号
、
彙
報
・
官
庁
事
項
、
大
正
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日
、
七
七
頁
〜
八

〇
頁)

。

(


)
｢

台
湾
総
督
府
処
務
規
程
制
定
ノ
件｣

(『

明
治
三
四
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
二
巻』

第
一
七
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
五
八
一)

。

こ
こ
で
は
、
大
正
一
三
年
の

｢

事
務
ノ
簡
捷
及
能
率
ノ
増
進
ヲ
達
成
ニ
関
シ
閣
議
決
定
ノ
件｣

に
綴
ら
れ
た

｢

台
湾
総
督
府
処
務
規
程｣

を

掲
載
す
る
。
こ
の
処
務
規
程
は
、
大
正
八
年
に
改
正
さ
れ
た
台
湾
総
督
府
官
制

(

勅
令
第
三
九
三
号
・
前
註

(

�)

同
掲)

に
よ
り
、
明
治
三

四
年
の
総
督
府
処
務
規
程
中
の

｢

民
政
長
官｣

を

｢

総
務
長
官｣
に
名
称
を
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
。

台
湾
総
督
府
処
務
規
程

第
一
条

凡
ソ
本
府
ニ
到
達
ス
ル
公
文
書
ハ
文
書
課
ニ
於
テ
接
受
シ
文
書
課
長
ハ
毎
日
午
前
之
ヲ
取
纏
メ
開
封
シ
接
受
ノ
月
日
記
号
ヲ
本
書
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ニ
付
記
シ
其
ノ
件
名
若
ク
ハ
要
旨
ヲ
発
受
件
名
簿
ニ
登
記
シ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ノ
査
閲
ニ
供
シ
之
ヲ
各
部
局
長
ニ
配
付
ス
ヘ
シ

其
ノ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
宛
親
展
文
書
ハ
封
緘
ノ
侭
総
督
宛
ハ
文
書
課
長
ヨ
リ
秘
書
官
ニ
移
シ
総
務
長
官
宛
ハ
総
務
長
官
ニ
差
出
ス
ヘ
シ

第
二
条

総
督
又
ハ
総
務
長
官
ハ
便
宜
各
部
局
長
ヲ
召
集
シ
テ
当
日
ノ
事
務
ノ
処
分
方
ヲ
指
示
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
三
条

各
部
局
長
ハ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ヨ
リ
事
務
ノ
処
分
方
ヲ
受
ケ
又
ハ
文
書
課
長
ヨ
リ
文
書
ノ
配
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
主
務
課
長

ヘ
処
分
方
ヲ
授
ケ
之
ヲ
処
理
セ
シ
ム
ヘ
シ

第
四
条

収
受
発
送
ノ
文
書
ニ
ハ
本
府
ノ
符
記
番
号
ヲ
標
記
ス
番
号
ハ
毎
年
一
月
ニ
起
リ
十
二
月
ニ
止
ム

官
房
各
課
ノ
立
案
ニ
係
ル
モ
ノ
並
官
房
各
課
ニ
配
付
ス
ヘ
キ
文
書
ニ
ハ
番
号
ノ
上
ニ
官
字
及
主
務
課
ノ
頭
字
ヲ
連
冠
シ
各
部
局
ニ
関
ス
ル

モ
ノ
ハ

(
総
字
及)

主
務
部
局
ノ
頭
字
ヲ
連
冠
ス

同
一
事
件
ハ
其
ノ
終
局
ニ
至
ル
マ
テ
同
一
番
号
ヲ
用
ヒ
一
二
三
ヲ
以
テ
之
ヲ
細
別
ス

第
五
条

総
督
府
ニ
到
達
ス
ル
文
書
ニ
シ
テ
受
領
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
文
書
課
長
ハ
直
ニ
返
却
ノ
手
続
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

第
六
条

文
書
課
ヨ
リ
各
部
局
ニ
配
付
シ
タ
ル
文
書
ヲ
他
ノ
部
局
ニ
移
ス
ヘ
キ
ト
キ
ハ
之
ヲ
文
書
課
ニ
返
付
ス
ヘ
シ
直
ニ
他
ノ
部
局
ニ
転
送

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
七
条

凡
ソ
文
書
ニ
ハ
主
務
部
局
ニ
接
受
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
二
日
以
内
ニ
処
分
案
ヲ
具
シ
文
書
課
ニ
回
付
ス
ヘ
シ

其
ノ
他
部
局
ニ
合
議
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
文
書
課
ヨ
リ
之
ヲ
合
議
部
局
ニ
送
付
シ
合
議
部
局
ハ
一
日
以
内
ニ
文
書
課
又
ハ
他
ノ
合
議
部
局
ニ

回
付
ス
ヘ
シ
但
シ
本
条
ノ
日
数
ニ
ハ
休
暇
日
ヲ
算
入
セ
ス

第
八
条

各
部
局
ニ
於
テ
受
領
ノ
文
書
ヲ
処
理
ス
ル
ハ
前
条
ノ
定
期
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
若
シ
調
査
ノ
為
定
時
外
ノ
日
数
ヲ
要
ス
ル
コ
ト

ア
ル
ト
キ
ハ
各
部
局
長
ハ
其
ノ
日
数
ヲ
定
メ
テ
文
書
課
長
ノ
検
視
ヲ
受
ク
ヘ
シ
但
シ
事
ノ
種
類
ニ
従
ヒ
前
条
ノ
定
期
ニ
依
リ
難
キ
モ
ノ
ハ

其
ノ
種
目
ヲ
限
リ
テ
特
ニ
其
ノ
調
査
期
日
ヲ
定
メ
予
メ
文
書
課
長
ノ
検
視
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

第
九
条

事
ノ
各
部
局
ニ
聯
渉
ス
ル
モ
ノ
ハ
主
務
部
局
ニ
於
テ
処
分
案
ヲ
起
草
シ
関
渉
各
部
局
長
ニ
合
議
ス
ヘ
シ
若
シ
彼
是
意
見
ヲ
異
ニ
ス

ル
ト
キ
ハ
面
議
商
量
シ
尚
決
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ニ
面
陳
シ
テ
決
裁
ヲ
請
フ
ヘ
シ

第
十
条

各
部
局
提
出
ノ
成
案
ハ
文
書
課
長
ニ
於
テ
取
纏
メ
其
ノ
文
例
書
式
及
字
句
ノ
当
否
ヲ
点
検
シ
総
務
長
官
ニ
提
出
シ
総
務
長
官
査
閲

ノ
上
之
ヲ
決
定
シ
尚
総
督
ノ
裁
定
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
総
督
ノ
決
裁
ヲ
経
ヘ
シ
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第
十
一
条

各
部
局
長
ハ
文
書
調
査
ノ
為
メ
所
属
官
署
ニ
照
会
応
答
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
各
部
局
ノ
名
ヲ
以
テ
往
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
二
条

各
部
局
ノ
成
案
中
参
事
官
ノ
審
議
ニ
付
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
就
テ
ハ
文
書
課
長
ハ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ノ
旨
ヲ
承
ケ
之
ヲ
参
事
官
ニ

回
付
ス
ヘ
シ

第
十
三
条

各
部
局
ニ
於
テ
発
議
セ
ン
ト
ス
ル
事
件
ア
ル
ト
キ
ハ
口
頭
ヲ
以
テ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ニ
具
陳
シ
若
ク
ハ
案
ヲ
具
ヘ
テ
決
定
ヲ

請
フ
ヘ
シ

第
十
四
条

臨
時
審
査
立
案
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
便
宜
委
員
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

委
員
命
ニ
依
リ
審
査
立
案
ス
ル
ト
キ
ハ
報
告
書
ヲ
提
出
ス
ヘ
シ

第
十
五
条

決
裁
済
ノ
文
書
ハ
直
ニ
文
書
課
ニ
於
テ
処
理
ス
ヘ
シ
其
ノ
府
名
若
ク
ハ
総
督
名
又
ハ
総
務
長
官
名
ヲ
以
テ
発
ス
ル
文
書
ハ
文
書

課
ニ
於
テ
浄
書
校
正
シ
文
書
課
長
検
印
ノ
上
発
受
件
名
簿
ノ
記
号
ト
照
校
発
送
ス
ヘ
シ
其
ノ
総
督
ノ
官
印
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
秘
書
課
長
ニ

就
キ

印
ヲ
求
ム
ヘ
シ

電
信
ヲ
以
テ
発
ス
ル
モ
ノ
ハ
官
報
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
ス
ル
為
文
書
課
長
之
ニ
検
印
ス
各
部
局
ニ
於
テ
発
ス
ル
電
信
モ
亦
総
督
又
ハ
総
務
長

官
ノ
特
命
ア
ル
場
合
及
人
事
若
ク
ハ
警
察
ニ
関
シ
機
察
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
ハ
事
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ス
文
書
課
長
ヲ
経
由
ス
ヘ
シ

第
十
六
条

前
条
文
書
ノ
発
送
ハ
決
裁
済
ノ
即
日
之
ヲ
取
計
フ
ヘ
シ
若
シ
文
書
輻
輳
シ
即
日
運
ヒ
難
キ
ト
キ
ハ
文
書
課
長
ニ
於
テ
其
ノ
前
後

緩
急
ヲ
示
シ
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
施
行
セ
シ
ム
ヘ
シ

文
書
課
ニ
於
テ
施
行
シ
タ
ル
後
各
部
局
ニ
於
テ
附
随
シ
テ
施
行
ヲ
要
ス
ル
文
書
ハ
文
書
課
ヨ
リ
直
ニ
各
部
局
ニ
回
付
ス
ヘ
シ
其
ノ
部
局
ニ

於
テ
ハ
三
日
以
内
ニ
処
分
ヲ
了
シ
速
ニ
之
ヲ
文
書
課
ニ
返
付
ス
ヘ
シ

第
十
七
条

凡
ソ
公
文
ノ
印
刷
ニ
付
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
別
ニ
定
ム
ル
所
ノ
印
行
手
続
ニ
依
リ
取
扱
ヒ
公
文
ニ
添
付
シ
テ
発
送
ス
ヘ
キ
別
紙
図
表

等
ハ
主
務
部
局
ニ
於
テ
之
ヲ
浄
書
調
製
シ
文
書
課
ニ
交
付
ス
ヘ
シ

第
十
八
条

事
ノ
急
施
ヲ
要
シ
又
ハ
機
密
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
通
常
ノ
手
続
ニ
依
ラ
ス
各
部
局
ヨ
リ
直
ニ
決
裁
ヲ
請
ヒ
又
便
宜
主
任
者
ニ
於
テ
自

ラ
携
帯
シ
テ
関
渉
各
部
局
ノ
議
ヲ
取
リ
直
ニ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ニ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
其
ノ
決
裁
済
施
行
ニ
至
ル
ノ
順
序
モ
亦
便
宜
ニ

従
フ
コ
ト
ヲ
得

機
密
ト
シ
テ
取
扱
フ
ヘ
キ
文
書
ノ
種
類
ハ
臨
時
緊
急
事
件
ノ
外
主
務
部
局
長
予
メ
之
ヲ
定
メ
文
書
課
長
ノ
検
視
ヲ
受
ク
ヘ
シ
至
急
ノ
処
分
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又
ハ
機
密
ノ
取
扱
ヲ
要
ス
ル
文
書
ハ

｢

急｣

又
ハ

｢

秘｣

ノ
印
ヲ
捺
シ
取
扱
ノ
際
注
意
ヲ
要
ス

第
十
九
条

凡
ソ
発
送
ス
ヘ
キ
文
書
ニ
シ
テ
親
展
又
ハ
至
急
ノ
符
記
ヲ
要
シ
又
ハ
書
留
郵
便
ニ
付
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
主
務
部
局
ニ
於
テ
其
ノ
旨

回
議
案
ニ
朱
記
ス
ヘ
シ

第
二
十
条

各
部
局
長
ハ
文
書
課
ト
ノ
文
書
受
授
ノ
責
ニ
任
シ
文
書
主
任
ヲ
置
キ
之
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム

第
二
十
一
条

凡
ソ
文
書
ハ
総
督
府
ニ
接
受
シ
若
ク
ハ
成
案
ヨ
リ
施
行
ニ
至
ル
間
之
ヲ
接
受
ス
ル
毎
ニ
簿
冊
ニ
記
入
シ
其
ノ
月
日
ヲ
明
ニ
シ

何
時
タ
リ
ト
モ
文
書
ノ
所
在
ヲ
知
リ
得
ル
ヲ
要
ス

第
二
十
二
条

文
書
課
長
ハ
各
部
局
ニ
配
付
シ
タ
ル
文
書
ノ
日
限
ヲ
計
算
シ
文
書
処
分
功
程
表
ヲ
製
シ
之
ヲ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ニ
提
出
ス

ヘ
シ

第
二
十
三
条

公
文
ノ
浄
書
ハ
楷
行
二
体
ヲ
限
リ
明
瞭
ニ
書
記
ス
ヘ
シ
総
ヘ
テ
文
案
ヲ
草
ス
ル
モ
亦
之
ニ
準
ス
若
シ
文
案
中
ノ
字
句
ヲ
加
削

シ
又
ハ
改
正
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
主
任
者
之
ヲ
検
印
ス
ヘ
シ

第
二
十
四
条

凡
ソ
処
分
施
行
済
文
書
ハ
之
ヲ
文
書
課
ニ
於
テ
保
存
ス
其
ノ
機
密
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
別
ニ
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ノ
命
ス
ル
所
ニ

依
リ
特
別
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
保
管
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
十
五
条

凡
ソ
公
文
書
類
ハ
公
務
ノ
外
総
督
又
ハ
総
務
長
官
ノ
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
他
人
ニ
示
シ
又
ハ
写
帳
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
其
ノ

他
各
員
所
管
ノ
文
書
類
ハ
総
テ
散
乱
セ
サ
ル
コ
ト
ニ
厳
重
注
意
ス
ヘ
シ

(

�)

こ
れ
ら
の
諸
規
程
の
う
ち
、
事
務
改
善

｢

軽
易
ナ
ル
文
書
ノ
処
理
方
ニ
関
ス
ル
件｣

、｢

要
合
議
文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件｣

、｢

文
書
取
扱
ニ
関

ス
ル
件｣

、｢

知
事
、
庁
長
ノ
権
限
ヲ
拡
張
ス
ル
件｣
は
、
事
務
の
能
率
化
を
増
進
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
る
。
台
湾
総
督
府
に
お
い
て
制
定
さ

れ
た
こ
れ
ら
の
諸
規
程
が
大
正
一
三
年
か
ら
同
一
五
年
に
至
る
ま
で
に
制
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
の

｢

台
湾
総
督
府
に

お
け
る
文
書
管
理
体
制
の
構
築
と
崩
壊｣

に
お
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
の
中
で
使
用
し
た
大
正
一
三
年
か
ら
昭
和
二
年
の
台
湾
総
督
府
文
書

管
理
制
度
の
完
成
に
至
る
ま
で
の
文
書
取
扱
等
に
関
す
る
史
料
は
、『
台
湾
総
督
府
警
察
沿
革
誌』

(

第
三
編
警
務
事
績
篇
・
台
湾
総
督
府
警
務

局
、
昭
和
九
年
、
一
八
九
頁)

に
掲
載
さ
れ
た
諸
規
程
を
参
考
に
し
て
い
た
。
こ
こ
で
用
い
た
簿
冊
番
号
〇
三
八
八
四
は
破
損
が
激
し
く
修
復

中
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
度
、
修
復
が
完
了
し
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
、本
文
書
を
用
い
て
改
め
て
考
察
を
行
っ
た
。
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(

�)
｢

台
湾
総
督
府
秘
書
官
下
村
充
郎
ニ
総
督
官
房
秘
書
課
長
ヲ
命
ス
ル
ノ
件｣

(『

昭
和
元
年
台
湾
総
督
府
永
久
保
存
進
退
第
三
甲
秘
書』

第
八

文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
〇
四
八)

。『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
八
四
六
号
、
大
正
一
五
年
七
月
九
日
、
二
五
頁
。

(
�)

｢

元
台
湾
総
督
府
事
務
官
兼
秘
書
官
下
村
充
郎
ニ
在
職
中
事
務
格
別
勉
励
ニ
付
キ
金
五
百
円
ヲ
賞
与
ス
ル
ノ
件｣

(

同
上
、
第
三
二
文
書)

。

(

�)
『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
八
七
三
号
、
大
正
一
五
年
八
月
一
四
日
、
二
四
頁
。

(

�)
『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
三
日
、
一
頁
。

(

�)

同
上
。

(

�)
｢

地
方
長
官
大
異
動｣

(『

東
京
朝
日
新
聞
夕
刊』

第
一
四
七
二
七
号
、
昭
和
二
年
五
月
一
八
日
、
一
頁)

。

(

�)
｢

鹿
児
島
県
書
記
官
下
村
充
郎
休
職
ノ
件｣

(

任
免
裁
可
書
・
昭
和
四
年
・
任
免
巻
四
／
請
求
番
号
任B

01467100

・
国
立
公
文
書
館
所
蔵)

。

(

�)

同
上
。

(

	)
｢

地
方
官
異
動
発
表｣

(『
東
京
朝
日
新
聞』

第
一
五
三
四
九
号
、
昭
和
四
年
一
月
三
一
日
、
三
頁)

。

(


)
｢

文
書
取
扱
ニ
関
ス
ル
件｣

(『
台
湾
総
督
府
警
察
沿
革
誌』

第
三
編
警
務
事
績
篇
・
台
湾
総
督
府
警
務
局
、
昭
和
九
年
、
一
五
五
頁)

。

(

�)
｢

既
済
文
書
処
理
ニ
関
ス
ル
件｣
(『

昭
和
三
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
十
五
年
保
存
第
一
巻』

第
五
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
七
三
五
三)

。
昭
和

二
年
以
降
に
制
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
規
程
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、『

台
湾
総
督
府
警
察
沿
革
誌』

に
掲
載
さ
れ
た
規
程
を
用
い

て
考
察
し
て
い
た
が
、
こ
の
度
、
破
損
部
分
の
修
繕
が
完
了
し
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
文
書
か
ら
の
研
究
が
可
能
に
な
っ
た
。
本
文
書

に
は

｢

既
済
文
書
処
理
ニ
関
ス
ル
件｣

が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
書
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
制
定
理
由
を
以
て
改
め
て

考
察
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

�)
｢

文
書
取
扱
規
程
制
定
ノ
件｣

(

訓
令
第
三
七
号

『

台
湾
総
督
府
報』

第
一
五
一
号
、
昭
和
二
年
七
月
一
四
日
、
四
三
頁
〜
四
五
頁)

。

(

)

前
註

(

�)

同
掲
、
三
五
二
頁
〜
三
五
四
頁
。

(

�)
｢

至
急
文
書
取
扱
方
ノ
件｣

(『

昭
和
三
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
三
巻』

第
一
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
一
〇
二)

。

(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。
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註

(

�)

に
記
述
し
た
よ
う
に
、
公
開
さ
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
画
像
は
画
素
数
の
関
係
上
、
符
箋
等
に
書
か
れ
た
文
字
は
判
読
で
き

ず
原
本
で
の
確
認
が
必
要
と
な
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
よ
り
台
湾
調
査
が
実
施
困
難
と
な
っ
た
た
め
、
原
本
確
認
に
つ

い
て
は
、
国
史
館
台
湾
文
献
館
の
元
研
究
員
で
あ
る
陳
文
添
氏
の
協
力
を
仰
い
だ
。
こ
こ
に
記
す
こ
と
で
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

※
本
研
究
は
、JSP

S

科
研
費

(JP
22520651

、JP
25370753

、16K
03006)

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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